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本マニュアルは、環境省が、地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定・充実を支

援することを目的として作成しています。マニュアル（手順編、導入編）のほかに、地域気候変動

適応計画を策定するためのツールや理解を深めるための情報を用意していますので、併せて

御活用ください。マニュアル、ツール、参考情報の構成と概要を図 1 に示します。 

 

図 1 マニュアル、ツール、参考情報の構成と概要 



1 

 

  

はじめに  

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加や、農作物の品質の低下、動植物の分布域の変化、熱

中症リスクの増加など、気候変動による影響が全国各地で現れており、さらに今後、長期にわ

たり拡大するおそれがあります。 

気候変動に対処し、国民の生命・財産を将来にわたって守り、経済・社会の持続可能な発展

を図るためには、緩和（温室効果ガスの排出削減等）に全力で取り組むことはもちろん、現在生

じており、また将来予測される被害の防止・軽減を図る気候変動への適応に、多様な関係者の

連携・協働の下、一丸となって取り組むことが重要です。 

 

平成 30 年 6 月、「気候変動適応法（以下「適応法」という。） 1」が成立し、同年 12 月 1 日に

施行されました。適応法では、地方公共団体の責務として、「その区域における自然的経済的

社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策の推進」（第４条第１項）及び「その区域におけ

る事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図ること」（第４条第

２項）が定められています。 

また、都道府県及び市町村 2が、それぞれの区域の特徴に応じた適応を推進するため、地域

気候変動適応計画（以下「地域適応計画」という。）の策定に努める（第 12 条）とされているほ

か、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的

助言を行う拠点として、地域気候変動適応センター（以下「地域センター」という。）の確保に努

めること（第 13 条）、また、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災や農林水産

業の振興、生物多様性の保全等関連する施策との連携を図るよう努めること（第 15 条）が定

められています。 

 

地域適応計画は、地域の実情を踏まえつつ、都道府県・市町村の判断により策定されるもの

です。本マニュアルは、適応法第 12 条に基づき、都道府県及び市町村が、地域適応計画を策

定・変更する際に参考としていただけるよう、入手可能な情報を使って標準的な手順を示すこ

とや、参考となる情報・考え方等を提供することを目的として平成 30 年 12 月に初版を作成

しました。令和 4 年度の改訂においては、都道府県及び市町村の策定状況に合わせて、より詳

細な気候変動影響評価や適切な適応策の検討・実施につながる手法や考え方、参考情報等の

充実を図ったことに加えて、主に市町村の地域適応計画の策定に役立てていただけるツール

等の整備を行いました。地域におけるこれまでの適応の取組や実施体制、科学的知見の収集

状況など、各地域の状況に合わせて適宜参考としていただければ幸いです。 

  

 
1 環境省ウェブサイト（https://www.env.go.jp/content/900449813.pdf） 
2 特別区も含まれます。 
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1．地方公共団体による気候変動適応の推進と地域気候変動

適応計画 

地方公共団体の気候変動適応とは 

適応法において、気候変動適応は「気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽

減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ること」と定義

されています（第２条第２項）。 

気候変動による影響やその規模は、地域の気候条件や地理的条件、社会経済条件等の地域

特性によって大きく異なります。また、早急に対応を要する分野や重点的に対応を行う必要の

ある分野も、地域によって異なります。地域それぞれの特徴をいかし、強靱で持続可能な地域

社会につなげていくために、地方公共団体が主体となって、地域の実情に応じた施策を、地域

適応計画に基づいて展開することが求められています。 

政府の気候変動適応計画では、地方公共団体の基本的役割として、下記のとおり大きく３つ

の役割が示されています。 

 

地域の自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応の推進 

・政府の気候変動適応計画を勘案した地域適応計画の策定・実施 

・関係部局の連携協力の下、各分野における気候変動適応に関する施策の推進 

・防災、農林水産業、生物多様性保全等関連する施策への気候変動適応の組み込み 

・（都道府県）管下の市町村における地域適応計画の策定及び実施の促進 

・（都道府県）管下の市町村に対する技術的助言          など 

 

地域における関係者の気候変動適応の促進 

・気候変動適応に関する施策や取組事例等に関する情報の提供 

・地域における事業者、住民等の多様な関係者の理解醸成・取組促進 

・広域協議会への参画等を通じた広域的連携 

・地域における気候変動適応の効果的な推進            など 

 

地域における科学的知見の充実・活用 

・地域センターの確保 

・地域における科学的知見の充実及び施策への活用         など 

 

気候変動適応は、気候変動影響に備えるリスクマネジメントの視点だけでなく、例えば、変化

する気候を活用した新たな農林水産物のブランド化や、自然災害等に対する強靱なコミュニテ

ィづくりなど、地域社会や経済の健全な発展につなげる視点を持って取り組むことも重要です。 
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地域気候変動適応計画とは 

気候変動の影響は、既に様々な分野で顕在化していますが、今後も地球温暖化の進行に伴

い、長期にわたり拡大していくことが懸念されています。将来の気候変動影響に備え、その被

害を防止・軽減していくためには、科学的な知見に基づき、中長期的な視点で計画的に対策を

進めることが必要となります。 

また、気候変動の影響は幅広く多様であることから、全体で整合の取れた取組を推進するこ

とが求められる一方、地域における優先事項を明らかにし、適応を効果的かつ効率的に推進し

ていくことが必要となります。 

そのため、地域適応計画を策定し、地域の適応を推進する上での統一した考え方や方向性

を提示することが大変重要となります。 

 

策定の主体 

都道府県及び市町村が、それぞれ単独で策定するほか、例えば、近隣の都道府県・市町村

や、共通の気候変動影響が想定される都道府県・市町村が複数集まり、共同して一つの地域

適応計画を策定することもできます。 

 

対象範囲 

原則として、策定を行う都道府県及び市町村の区域が対象となります。 

なお、河川の流域や海域、山地など、区域を超えた適応策が必要となる場合においては、

関係する他の都道府県及び市町村や国等の関係者と十分に連携・協力しながら策定する必

要があります。このような場合には、広域協議会（第 14 条）を活用し、地域の関係者と協議

を行い、連携体制を構築することも考えられます。 

 

形式 

地域適応計画は、独立した計画として策定するほか、地球温暖化対策における地方公共

団体実行計画（以下、「地方公共団体実行計画」といいます。）や環境基本計画等関連する計

画の一部に組み込む形で策定することもできます。区域において適応を推進するに当たり、

関連する計画・施策等と連携し、横断的・総合的な施策を立案できるよう、区域の状況に合

わせた策定の形式を選択してください。 

 

位置付け 

策定した計画又はこれまでに策定された既存の計画を、適応法に基づく地域適応計画に

位置付ける際は、それぞれの都道府県・市町村において、当該計画が「気候変動適応法第 12

条に基づく地域気候変動適応計画」であることを計画自体に明記するなど、それぞれの都道

府県・市町村の状況に応じてしかるべき対応をしていただく必要があります。 

 

気候変動影響評価と見直し 

気候変動の将来の影響に備えていくためには、区域において、これまでどのような気候変
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化や気象現象の影響を受けてきたか、また、将来どのようなリスクがあるのかについて、最

新の科学的知見を収集し、影響の大きさや区域における重要性等について評価（気候変動

影響評価）し、それに基づいて地域適応計画を策定する必要があります。 

気候変動影響に関する研究は、これまでも多くの研究機関等によって行われ、有用な知見

が集積されていますが、分野によっては、適応策を実施するための情報が十分集まらないな

ど、今後の研究による新たな知見を待つ必要がある場合もあります。また、気候変動影響の

将来予測などの科学的知見には、一定の不確実性が含まれており、今後、より精緻で信頼性

の高い知見が出てくることも考えられます。 

そのため、気候変動適応の取組においては、定期的にその時点の最新の科学的知見を収

集して気候変動影響評価を行い、それに基づいて地域適応計画を見直すことで、適時的確

な適応策を実施することができます。 
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適応推進体制について 

気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災、農林水産業、生物多様性、健康等の

関連する施策との連携を図ることが不可欠です。地方公共団体においては多くの関係部局が、

それぞれの施策を担当していますが、気候変動適応に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するためには、各関係部局と綿密な連携を図るための連携協力体制を構築することが必要と

なります。 

 

庁内関係部局の理解促進 

庁内関係部局が綿密に連携して気候変動適応の取組を推進するためには、気候変動影響

や適応の意義や考え方について、認識を共有することが重要です。 

気候変動適応は比較的新しい取組であり、庁内関係部局の担当者が気候変動適応の意義

や考え方について十分に理解していない場合があるため、庁内勉強会等を通じて理解促進

を図る取組が有用です。庁内での連携協力体制の立ち上げ時など、適応の取組の初期段階

で実施することで、関係者が共通認識を持つことができ、今後の取組をスムーズに実施する

ことにつながるほか、各部局の担当者の異動等に対応して、新任者向けの研修を定期的に

行うことで、継続的に庁内関係部局との連携体制を維持することが可能となります。 

 

事例 庁内職員向け研修 

愛知県豊田市 

愛知県豊田市では、職員の気候変動適応に関する知識を深めることを目的として、計画

の策定前に講義＋ワークショップ形式の研修を行っていました。 

 

図 2 愛知県豊田市の庁内研修の例 

出典：愛知県豊田市講演資料（令和 4 年、愛知県豊田市） 
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庁内関係部局により構成される会議体の設置 

地域適応計画の策定、適応策の実施、気候変動影響評価及び地域適応計画の見直しを的

確に推進するためには、庁内関係部局により構成される会議体等の庁内組織を設置し、関

係者間で随時必要な検討や調整を行いながら進めていくことが重要です。 

庁内組織は、適応計画策定のために検討会等を新たに立ち上げるケースのほかに、地域

適応計画の形式に合わせて立ち上げるケースなどが考えられます。例えば、地方公共団体実

行計画と地域適応計画を合わせて策定する場合では、温暖化対策を担う既存の庁内組織を

活用するといったことが考えられます。政府においては、環境大臣を議長とし、関係府省庁

によって構成される「気候変動適応推進会議」を設置し、同会議下で関係府省庁と必要な調

整を行い、連携協力をしながら政府一体となって気候変動適応に関する施策を推進すると

ともに、その進捗状況を定期的に確認していくこととしています。 

 

庁内研究機関との連携 

気候変動適応を進めるうえでは、これまでの気候変動影響や将来の気候変動影響等に関

する情報を収集する必要がありますが、庁内の研究機関のこれまでの研究や観測の成果を

活用できる可能性があります。特にこれまで蓄積されてきた観測データなどは、今後の変化

を知るためのベースラインとなるほか、気候変動影響の将来予測を行う際の活用も見込ま

れます。また、研究機関によっては、既に高温や大雨などによる気候変動影響に関係する研

究を行っている可能性があります。表 1 に示すような庁内研究機関との対話を始めて、連

携していくことで、地域の気候変動影響や適応策に関する知見の充実を図ることが必要で

す。 

 

表 1 連携が考えられる庁内研究機関等の例 

庁内研究機関の例 考えられる連携の内容 

地域環境研究所  

環境研究センター等 

 これまでに発生している気候変動影響全般についての情報提供 

 暑熱等の都市環境のモニタリング、研究の実施 

農業/果樹/畜産試験場 

林業技術センター 

水産研究センター等 

 農林水産物/農林水産業においてこれまでに発生している（気候変動によ

る）影響や課題についての情報提供 

 農林水産物/農林水産業の気候変動影響の状況のモニタリングの実施 

 高温耐性品種の育成、栽培方法の工夫などによる適応策の実施 

植物園 

自然保護センター 

ビジターセンター 

自然史博物館等 

 自然生態系においてこれまでに発生している（気候変動による）影響につい

ての情報提供 

 動植物等自然生態系への影響のモニタリングの実施 

衛生研究所 

保健環境研究所 

保健所等 

 熱中症や感染症に関して、これまでに発生している（気候変動による）影響に

ついての情報提供 

 熱中症や感染症についてのモニタリングの実施 

 熱中症や感染症についての対策技術の開発・実施 
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事例 庁内の研究機関との関係 

信州気候変動適応センター 

信州気候変動適応センターは長野県環境政策課と長野県環境保全研究所が共同で運営

しています。長野県の「長野県における気候変動の影響と適応策」策定の際は、 国の研究機

関や大学と連携して気候変動影響の情報を作成し、それを庁内関係課および試験研究機関

の協力により適応策を整理しています。 

 

図 3 信州気候変動適応センターと庁内の研究機関との関係 

出典：信州気候変動適応センターウェブサイトより作成（令和 3 年、信州気候変動適応センター） 

 

他の地方公共団体との連携 

気候変動の影響は地域によって様々ですが、気候条件や産業構造等が類似する地方公共

団体や、対象とする領域が重なる都道府県と市町村が連携することで、効率的に気候変動

影響や適応策に関する情報を収集することが可能になるほか、複数の地方公共団体が連携

して適応に取り組むことで、適応策の効果や効率を向上させることも可能となります。例え

ば、近隣の複数の市町村の連携や、海域や河川の流域単位、共通の山地を有する地方公共

団体の連携、都道府県と県下の複数の市町村の連携などが考えられます。また、広域連携中

枢都市圏や、防災や廃棄物対策など分野毎の連携体制、気候変動適応広域協議会など既存

の枠組みを活用することも考えられます。なお、地域適応計画は、複数の地方公共団体が共

同して一つの地域適応計画を策定することが可能です。 

 

  

https://lccac-shinshu.org/about/?id=02
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事例 京都府と京都市の連携 

京都気候変動適応策の在り方研究会 

「京都気候変動適応策の在り方研究会」で議論された内容は、京都府・京都市それぞれの

地域気候変動適応計画における適応策の方針や、地域気候変動適応センターの機能イメー

ジ等に反映されています。 

令和 3 年 7 月には、研究会での検討内容を踏まえ、京都府・京都市・総合地球環境学研究

所の三者共同で「京都気候変動適応センター」を設置しました。 

 

図 4 京都気候変動適応策の在り方研究会 

出典：京都における気候変動適応策の在り方について（令和 2 年、京都気候変動適応策の在り方研究会）

より作成 

 
図 5 京都の適応策の検討に当たり求められる視点 

出典：京都における気候変動適応策の在り方について（令和 2 年、京都気候変動適応策の在り方研究会） 

 

京都府環境審議会 
地球環境部会 

京都市環境審議会 
地球温暖化対策推進委員会 

専門委員会 ワーキンググループ 

（合同開催）京都気候変動適応策の在り方研究会 

https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/adaptation/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/adaptation/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/adaptation/index.html
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コラム 複数の地方公共団体による地域適応計画の共同策定について 

地域適応計画は、気候変動適応法第 12 条において、「複数の都道府県・市町村が『共同

して』策定する」ことができるとされています（以下、「共同策定」といいます）。 

複数の地方公共団体による共同策定は、事務負担の軽減につながるほか、地域における

適応策の推進に向けた相乗効果が期待できます。ここでは、地域適応計画における共同策

定の先行事例から、参考情報を紹介します。 

＜共同策定を行いやすい地方公共団体の例＞ 

• 同じ地理的特徴をもつ地方公共団体（地理的特徴：山地、河川の流域、沿岸など） 

• 同じ特産物をもつ地方公共団体（特産物の例：みかん、お茶、畜産、コメ、野菜、海産物など） 

• 共通の適応課題を有する地方公共団体 

（適応課題の例：熱中症対策、シカなど有害鳥獣対策、自然生態系保全など） 

• 近隣の脱炭素先行地域 

• 県内の同じ地理的区分に属する地域（地理的区分の例：県央地域、県北地域、県南地域など） 

• 連携中枢都市圏、定住自立圏、観光圏など広域連携 

• 災害対策や廃棄物対策、大気汚染や水質汚濁対策等の既存の連携 

＜共同策定によるメリット＞ 

• 共同策定を行う地方公共団体や地域センターとの連携により、気候変動影響や適応

策に関する情報を多く得ることができる 

• 専門知識や事例の共有により計画の質が向上する 

• 計画策定における負担軽減や、費用抑制につながる 

• 単独で行うより、施策の幅が広がるだけでなく、計画を実施 

する際の連携・協力につながる 

• 担当者同士の交流を通じ、ノウハウの共有やモチベーションの 

向上が図られることで、人材育成の一助となる 

＜共同策定において苦労した点と対応策＞ 

表 2 苦労した点と対応策の例 

 苦労した点 対応策の例 

体制づくり役

割分担 

• 先導する主体が必要であり、枠組み

によっては、先導する自治体の役割

や負担が大きくなることがある 

• 適応策に関わるノウハウの有無や、

業務量を考慮した体制整備が必要 

• 市町村・都道府県・地域センターなどの役割分担を

明確にし、1つの自治体に負担が偏らないよう調

整する。各主体の強みを洗い出し、それらを活かし

た連携を目指す 

スケジュール

調整 

• 議会などのスケジュールが異なる • 公開までに必要となる議会、委員会、首長説明等

の承認プロセスを早期に確認し、計画的に進める 

合意形成 
• 意見調整に時間を要する • 定期的な会合を設け、意見交換を多く実施する 

• 調整を円滑に進めるため、予め意思決定方法のル

ールを定める 

• あらかじめ、各自治体内の関係部署への照会に十

分な時間を確保しておく 

費用負担 
• 計画策定に必要な費用について、調

整・取り決めが必要となる 

• 外部コンサルタント委託費用を各市町村の人口比

で按分する。 

• 前の年度から市町村間での予算の協議を行う 
 

※本コラムは、令和 5～7 年度に実施した、ヒアリング調査結果をもとに作成しました。参考にした計画等は以下の通りです。熊本連携中

枢都市圏地球温暖化対策実行計画、第 2 次ちちぶ環境基本計画、鳥取県西部町村国土強靱化地域計画、西つがる３市町地球温暖化対策

実行計画［区域施策編］、長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画【圏域編（区域施策編）】、西宮市、尼崎市、豊中市、吹田市の 4

市による地球温暖化対策の自治体間連携に関する基本協定、人と自然がともに生きるあすか地域プラン（生物多様性飛鳥地域戦略） 
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事例 複数の地方公共団体による地域適応計画共同策定の事例１ 

長崎県長崎市、長与町、時津町「長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画【圏域編（区域施策編）】」 

「長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画【圏域編】」は、長崎広域連携中枢都

市圏を構成する長崎市、長与町、時津町が共同策定した計画で、2050 年までに CO₂排出

実質ゼロの実現を圏域全体で達成するため、具体的な取組や方針を定めたものです。 

本計画は、地球温暖化対策推進法第 21 条に基づく「地方公共団体実行計画」ですが、第

第 7 章には「気候変動の影響に対する適応策」を盛り込み、気候変動適応法第 12 条に基づ

く地域適応計画としても位置付けています。 

なお、本計画の見直しや実施、進行管理は、行政のほか、企業や地域住民など 30 名の利

害関係者からなる「長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画協議会」により、共同

で進められることになっています。 

＜計画策定の経緯＞ 

平成 28 年の広域連携中枢都市宣言や、令和 3 年のゼロカーボンシティ同時宣言を背景

に、共同策定が実現しました。各市町に庁内会議体（長崎市環境基本計画推進会議、長与町

地球温暖化対策実行計画推進本部、時津町地球温暖化対策協議会など）を設置し、事業者・

住民・関係機関・学識経験者の意見を反映した素案を作成、パブリックコメントを経て、約 1

年半をかけて策定しました。 

＜各市町の役割＞ 

長崎市が全体を統括し、圏域全体に関する記述を担当、長与町、時津町は気候変動影響

等に関する情報を収集しました。3 市町の事務局会議で協議を重ね、計画を策定しました。 

＜メリット＞ 

共同策定をきっかけに、他自治体の多様な知見を結集し、単独では得られない視点を取

り入れられたことや、長崎市開催のイベントに 2 町も参加するなどイベントを通じた連携が

強化されたことの他、広域的な気運醸成が図られることが挙げられます。 

 

図 6 広域的な協調・連携によるメリットのイメージ 

出典：長崎広域連携中枢都市圏 地球温暖化対策実行計画【圏域編（区域施策編）】 

＜苦労した点と対応策＞ 

連携した地方公共団体間の役割分担の難しさがあります。各市町の意見の調整を円滑に

するために、意思決定を各市町が行うか、長崎市が代表して行うかを明記した一覧表を作

成し、それに則って進めました。適応策の選定では、長崎市の施策をベースに、各市町の既

存の施策・実行可能な施策を整理しました。また、環境部局以外の取組も集約し、計画に反

映しました。 
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事例 複数の地方公共団体による地域適応計画共同策定の事例 2 

茨城県稲敷市、阿見町、美浦村「稲敷市、阿見町、美浦村 地域気候変動適応計画」 

本計画は、環境省の「都道府県による複数市町村合同の地域計画策定支援モデル事業」（令和

６～７年度）として策定されたもので、市町村が県および地域センターの支援を受けながら、相互

に連携して地域気候変動適応計画を共同策定した、国内初の事例です。 

＜計画策定の経緯＞ 

稲敷市と阿見町は以前から連携関係にありました。また美浦村を加えた、茨城県南部のこれら

3 市町村には、いずれも全国第２位の湖面積を有する霞ヶ浦に面した地理的共通点、自然環境や

水稲栽培が盛んであるなどの産業構造の類似性があります。これらのことを背景に、3 市町村連

携によって効果的な適応策を検討・実施できるのではないかという考えのもと、共同で地域適応

計画を策定することになりました。 

 

図 7 稲敷市、阿見町、美浦村 地域気候変動適応計画策定スケジュール 

計画策定に向けて、3市町村の担当者と、茨城

県、茨城県地域気候変動適応センターが集まって

議論する場（プロジェクトチーム会合）を年に数回

開催し、地域の自然環境や気候変動影響、適応策

の検討を進めました。この検討を進める過程で、

霞ヶ浦が重要な地域資源であることが再認識さ

れ、計画のスローガンを「自然豊かな霞ヶ浦の恵

みとともに誰もが安心して幸せに暮らせる地域」

としました。 

 

プロジェクトチーム会合の様子 

＜各主体の役割＞ 

本モデル事業では、茨城県と茨城県地域気候変動適応センターの支援のもと、市町村が情報収

集と議論を重ねて策定を進めました。 

表 3 各主体の役割 

作業内容 市町村 県・地域センター 事務局（外部コンサルタント） 

スケジュール管理 庁内の調整 ― とりまとめ 

PT会合開催 出席・議論 出席・助言 開催支援 

情報収集 庁内からの情報収集 

（庁内説明会開催、他部局

へのヒアリングなど） 

助言・情報提供（国や県の

気候変動影響・適応策、セ

ンターでの取組・動向等） 

基礎調査、取りまとめ 

計画案作成 内容の検討・確認・修正、写

真等の提供 

確認・助言 素案の作成 

パブリックコメント 

議会説明・公開 

説明用資料作成、説明実

施、意見収集 

― 資料作成支援 
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以下では、計画策定に関わった担当者の人数、庁内での情報収集・調整の方法、メリット、苦労

した点と対応策について、ご担当者にうかがった内容を紹介します。※所属等は取材当時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. 共同策定に関わった職員の人数を教えてください。 

A. プロジェクトチーム会合への参加など、主担当 2～３名の体制 

で取り組みました。このうち、関係部局を巻き込んだ庁内調整、

特に各分野で考えられる気候変動影響や適応策の集約は、１名

の職員が担当しました。 

Q２. 今回、庁内調整を 2 回、それぞれ 1 か月かけて行いました。どのように行ったのか教

えてください。 

A. 関係部局（農政課、まちづくり推進課、環境課、危機管理課、学

務管理課）に個別にヒアリングしました。他自治体の結果を見

て照会先を追加するなど、３市町村共同で実施したからこそ、

漏れなく情報収集できたと思います。 

A. 関係部局（農業振興課、商工観光課、都市計画課、都市整備課

上下水道課、道路課、学校教育課、生涯学習課、健康づくり課、

防災危機管理課）の担当者を約20名集めた全体説明会を開

催し、計画の主旨を説明した後、意見照会を行いました。各部

局で実施している施策が適応策となり得るかを判断すること

が難しく、コミュニケーションを取りながら実施しました。 

A. 関係部局の担当者に個別ヒアリングを行いました。自治体の規

模が小さいため、担当者1人で複数の分野を兼務しており、2

課（経済課、生活安全課）のみとの調整でしたが、複数分野に

ついて情報収集ができました。 

稲敷市環境課 松井 様 

阿見町生活環境課 建石 様 

 

美浦村生活安全課 見寄 様 

稲敷市環境課 田中 様 

Q３. 共同策定によるメリットを教えてください。 

A. 他の自治体との情報交換を通じ、改めて自身の自治体の強み

と弱み、施策に関する進捗度合いなど、客観的に立ち位置を

把握することができました。 

共同策定をきっかけに、今後も3市町村が力を合わせて共通

の課題に取り組み、行動を起こせることが最も大きなメリット

であると考えています。 

 

美浦村生活安全課 庄司 様 

Q４. 共同策定する上で苦労したことを教えてください。 

A. 各自治体で議会・委員会などの時期・体制が異なるため、長期

間実施するパブリックコメントなど、余裕を持ったスケジュー

ル調整が重要です。また、関係部局に対しては、まず適応策の

意味を理解していただくことや、予定に沿って集約を行うこと

に苦労しました。 阿見町生活環境課 水間 様 
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稲敷市、阿見町、美浦村 地域気候変動適応計画の策定を支援した立場から、茨城県地域気候変

動適応センターの田村様、小寺様、茨城県環境政策課の相馬様にもお話を伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q５. 上記の苦労を乗り越えるための方法や、その他おすすめの工夫があれば教えてくださ

い。 

A. 事務局任せにせず、市町村担当者だけで、ざっくばらんに庁内調整の方法やスケジ

ュールなどを話し合う場も大切です。（稲敷市） 

A. オンライン会議を活用し、関係部局の担当者に会合へ参加いただく機会（説明会な

ど）を設定できれば、より調整がスムーズに進んだかもしれません。（美浦村） 

A. 会合で建設的な議論を行うために、各市町村の庁内調整の状況は、タイムリーかつ

余裕をもって共有することが重要です。（阿見町） 

Q6. 稲敷市、阿見町、美浦村 地域気候変動適応計画の策定を支援した立場から、共同策

定のメリットと今後に期待することなどを教えてください。 

A. 各市町村が個別に実施するよりも、近隣地域での気候変動影

響、適応策に関する情報や意見をより多く、かつ具体的に収集

できたと思います。今後は、地域センターとして、自治体研修

会、シンポジウムなどでも共同策定事業を説明していく予定で

す。また、茨城県地域気候変動適応センターへの支援の申し入

れがあれば、引き続き協力していきたいと考えています。 

A. 気候影響・脆弱性・適応策に関する情報を広く深く収集でき、

広域なリスクへの対応力が向上するのではないかと感じまし

た。共同策定したことで、広域で一貫したメッセージの発出が

可能となり、住民の混乱が少なく、行動変容が進みやすくなる

ことが期待されます。この共同事業を通じて自治体間の関係

性が強化され、その結果として別の共同事業の促進も期待で

きます。 

A. 今回の3市町村の共同策定は、地域が力を合わせて気候変動

に向き合う意義ある取り組みとなりました。情報を共有しなが

ら検討を進めたことにより、より地域の実情に則した計画にな

ったと感じています。県としては、今回得られた知見を活か

し、県全体での気候変動適応策の推進に引き続き取り組んで

まいります。 

茨城県地域気候変動適応センター 
田村 様 

茨城県地域気候変動適応センター 
小寺 様 

茨城県環境政策課 
相馬 様 
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庁外組織との連携 

気候変動影響に関する情報収集や適応策の実施において、庁内組織だけでなく、庁外の

組織との連携も考えることが大切です。例えば、気象台では地域の気候や気象災害に関する

情報を発信しているほか、地方環境事務所では広域協議会等を通じて、地域の適応取組を

推進しています。また、地域の大学などでは、気候変動影響や適応策に関して、既に地域に

根ざした研究を行っている可能性があります。適応策を実施するにあたっては、有用な技術

やサービス・商品等を提供する地元企業との連携によって、効果的な適応策の実施につなが

る場合があります。 

特に大雨などによる気象災害への備えや、猛暑による熱中症予防対策などにおいては、

区域内の医療機関や介護サービス事業者、企業など関係する組織と情報共有を行い、中長

期的な連携体制を構築していくことが望ましいと考えられます。 

 

ステークホルダーとのコミュニケーション 

地域適応計画の策定及び実施において、区域内の住民や企業、地場産業の担い手、農林水

産業の従事者、学校、NPO などの多様なステークホルダーの参加を促すことが重要です。ステ

ークホルダーは、それぞれ区域内で生活や仕事を行う中で、日々気候変動影響を認識し、その

対応を行っている可能性があるため、ステークホルダーとの対話を通じて、区域内の気候変動

影響や適応策の情報を収集することは大変有用です。また、地方自治体が実施する適応策の

効果を最大限にするためには、ステークホルダーの協力が必要な場合もあります。計画策定時

からステークホルダーとの 交換を行うことや、ステークホルダーと連携した適応策の立案や

実施を通じて、区域の特徴に即した気候変動適応の取組を推進することができます。 

地域適応計画は、ステークホルダーとのコミュニケーションツールでもあります。地域の状況

に合わせた計画を作ることで、地域で活動するステークホルダーの指針となり、各主体のリス

クマネジメントに活用されるなど、気候変動に強靭な社会を構築する第一歩となります。 

 

＜ステークホルダーの例＞ 

・区域内に住む人や働く人、区域を訪れる人 

・学校、研究機関、学生 

・農林水産業の従事者 

・区域で活動する民間企業、各種法人 

・NPO、NGO 

・地方公共団体が運営する公共サービス提供者 

・周辺の地方公共団体 

 

外部有識者会議等の設置 

地域適応計画を策定・変更するに当たって、外部有識者会議を立ち上げ助言を求めること

も考えられます。気候変動影響に関する科学的知見に基づいて立案されているか、地域の実

情やニーズに合った施策が適応策とされているかなどを、様々な立場から確認いただけるよ
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う組織することが大切です。また、計画策定後は適応策の進捗を第三者の立場で確認・評価す

る役割を担うことも可能です。 

外部有識者会議等は、気候変動適応を目的として単独で組織することも考えられますが、特

に地域適応計画を環境基本計画やそのほかの計画と合わせて策定する場合では、既存の環境

審議会や地球温暖化対策、適応に関連の深い分野の審議会等で合わせて議論いただくケース

や、審議会の下に適応の専門部会を立ち上げるケースなども考えられます。 
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地域気候変動適応センターの役割 

適応法では、その区域における気候変動適応を推進するために必要な、気候変動影響及び

気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点を地域

センターと呼び、都道府県及び市町村は、単独又は共同で地域センターとしての機能を担う体

制を確保するよう努めることとしています（第13条）。地域適応計画の策定・変更においては、

主に、これまで及び将来の気候変動影響の整理、気候変動影響評価の実施、適応策の検討（手

順編 STEP2～4 及び STEP6）への貢献が期待されます。 

 

活動内容 

地域センターの活動内容は、例えば、下記のものを想定しています。具体的な活動内容に

ついては、地方公共団体のニーズや地域センターの能力に応じて、地方公共団体と地域セン

ターとの間で決めていただくことになります。 

適応法では、地域センターは、国立環境研究所の技術的助言その他の技術的援助を受け

ることができる一方、地域の気候変動影響等に関連して、収集した情報、整理及び分析した

結果を国立環境研究所と共有することが求められています。また、情報の収集、整理、分析

を行う上では、地域にある各分野の試験研究機関や大学等との連携が大変重要となります。

地域センターは、関係する研究機関等とのネットワークを構築し、幅広い分野の情報を収集

することが期待されます。 

 

＜地域センターの活動内容の例＞ 

・地方公共団体の要望に応じて地域適応計画の策定に必要となる地域の気候変動影響

及び気候変動適応に関する科学的知見の整理 

・地域における適応の優良事例の収集 

・地域における気候変動影響の予測及び評価 

・地域適応計画の策定や適応の推進のための技術的助言 

・地域における気候変動影響に関する様々な情報についてウェブサイト等を通じた発信 

・地域の事業者や住民の適応に関連する相談への対応 

・活動の成果物や収集した情報及び整理、分析した結果等の国立環境研究所との共有 

 

位置付け方法 

地域センターを確保した場合、当該地域センターが「気候変動適応法第 13 条に基づく地

域気候変動適応センター」であることを明らかにし、それぞれの都道府県・市町村の状況に

応じてしかるべき対応をしていただく必要があります。例えば、下記のような方法が考えら

れます。 
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＜位置付け方法の例＞ 

1．地方環境研究所等の地方公共団体に属する機関を位置付ける場合地域適応計画に当

該機関が地域センターを担うことを明記 

・組織条例・規則等に当該機関が地域センターを担うことを規定 

２．地方の大学等の外部の機関を位置付ける場合 

・地域適応計画に当該機関が地域センターを担うことを明記 

・協定や条例・規則等に当該機関が地域センターを担うことを規定 

・当該機関との委託契約により地域センターを担うこと及びその業務内容等を規定 

3．地方環境研究所等の地方公共団体に属する機関を共同で位置付ける場合 

・それぞれの地域適応計画に当該機関がセンターを担うことを明記 

・当該機関を有する地方公共団体においては、組織条例・規則等に、当該機関がセンタ

ーを担う都道府県又は市町村名及びその他必要な事項（費用配分等）を規定 

・当該機関を有さない地方公共団体においては、組織条例・規則等に、当該機関が自

身のセンターを担うこと及びその他必要な事項（費用配分等）を規定 

4．地方の大学等の外部の機関を共同で位置付ける場合 

・それぞれの地域適応計画に当該機関がセンターを担うことを明記 

・当該機関及び複数地方公共団体間における協定や、それぞれの条例・規則等に当該

機関がセンターを担うことを規定 

・複数地方公共団体の連携事業として、当該機関との委託契約により、センターを担う

こと及びその業務内容その他必要な事項（費用配分等）を規定 

 

表 4 地域センターを担う組織例 

位置付け方法の例 組織の例 具体例 

1.地方環境研究所等

の地方公共団体に属

する機関を位置付け

る場合 

庁内組織等 滋賀県 滋賀県低炭素社会づくり・エネルギー政

策等推進本部 

江戸川区 江戸川区（庶務：気候変動適応課） 

那須塩原市 那須塩原市（事務局：気候変動対策局） 

地方環境研究所 山形県 山形県環境科学研究センター 

山口県 山口県環境保健センター 

庁内組織等＋地方環

境研究所 

長野県 長野県環境部環境エネルギー課及び長

野県環境保全研究所 

2.地方の大学等の外

部の機関を位置付け

る場合 

大学等研究機関 茨城県 茨城大学 

民間の機関 

 

三重県 一般財団法人三重県環境保全事業団 

徳島県 NPO 法人環境首都とくしま創造センタ

ー 

3.地方環境研究所等

の地方公共団体に属

する機関を共同で位

置付ける場合 

庁内組織等＋研究機

関等 

埼玉県  

さいたま市

等  

埼玉県環境科学国際センター及びさいた

ま市環境局環境共生部環境創造政策課 

等 ※ 

4．地方の大学等の外

部の機関を共同で位

置付ける場合 

大学等研究機関 京都府  

京都市 

大学共同利用機関法人人間文化研究機

構総合地球環境学研究所 

※詳細は下記の事例②を参照 

※以下の A-PLAT のページに「地域気候変動適応センター一覧」が掲載されています。 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/lccac/list.html） 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/lccac/list.html
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事例 気候変動適応センターの様々な在り方 

①茨城県地域気候変動適応センター 

茨城県地域気候変動適応センターの事務局は茨城大学水戸キャンパスに設置されてお

り、大学を事業者とするセンターは全国で初めての事例です。国立環境研究所気候変動適

応センターなどの機関とも連携しながら、地域の気候変動の影響予測、適応策についての

情報収集・分析、自治体への情報提供や助言、県民への普及・啓発に取り組んでいます。 

 

 

図 8 茨城県地域気候変動適応センターの体制と役割 

出典：茨城県地域気候変動適応センターウェブサイト 

 

 

  

https://www.ilccac.ibaraki.ac.jp/about
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 ②埼玉県気候変動適応センター 

埼玉県の気候変動適応センターは、県の環境科学国際センターに設置されています。環境

科学国際センターは、希望があった県内市町村と共同で、それぞれの市町村の地域気候変

動適応センターを設置しています。令和 5 年 3 月現在、共同設置した市町村は下記のとお

りです。 

令和 3 年 4 月設置 さいたま市、熊谷市、戸田市、三郷市、鶴ヶ島市 

令和 3 年 7 月設置 久喜市 

令和 4 年 4 月設置 所沢市、行田市 

令和 4 年 8 月設置 羽生市 

令和 4 年 10 月設置 杉戸町 

令和 4 年 11 月設置 新座市 

 

図 9 埼玉県気候変動適応センターと県内市町村の気候変動適応センターの関係 

出典：埼玉県気候変動適応センターウェブサイト（令和 4 年、埼玉県） 

 

 

  

https://saiplat.pref.saitama.lg.jp/cess
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2．本マニュアル及びツールの使い方 

地域気候変動適応計画の構成 

気候変動影響は、区域の地形や気象条件、社会経済状況等によって、その種類や程度が様々

に異なり、それに対応する取組も区域によって様々です。そのため、地方公共団体には、区域

の気候変動影響や適応策に関する詳細な情報を収集し、区域の特徴に即した地域適応計画を

策定することで、気候変動影響に適切に対処していくことが求められています。 

地域適応計画の記載事項としては、以下のような内容が考えられます。 

 

表 5 地域適応計画の記載事項の例と STEP の該当箇所 

項目 地域適応計画に記載する内容 STEP※ 

計画における基本的な事項 

・方針や目標 

・実施体制 

・計画期間、見直し時期 

・進捗確認の方法 

STEP１ 

STEP８（進捗確認） 

区域の特徴 

・地理的条件 

・社会経済状況 

・気候の特徴 

STEP1 

気候変動影響に関する情報 

・これまでに生じた気象災害 

・顕在化している気候変動影響 

・将来の気候変動影響に関する予測 

・気候変動影響評価結果 

STEP２ 

STEP３ 

STEP４ 

適応策に関する情報 
・区域で優先的に取り組む施策 

・各分野の具体的な適応策 

STEP５ 

STEP６ 

※STEP は次頁の「地域気候変動適応計画策定/変更の流れ」をご参照ください。 

 

本マニュアルの手順に沿って作業を行うことで、地域適応計画の策定に必要な情報を収集

することができ、その情報をひな形編（別冊）に当てはめることで、地域適応計画の素案が作成

できるようになっています。地域適応計画を策定する際の参考として御活用ください。  
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地域気候変動適応計画策定/変更の流れ 

手順編では、地域適応計画を策定/変更するための手順を以下の図 10 の通り想定し、それ

ぞれの STEP における作業や参考情報等について説明しています。水色で示す STEP は主幹

部局（環境部局など）が中心となって実施、オレンジ色で示す STEP は主に気候変動影響が生

じている関連部局と主幹部局が協力して実施することを想定しています。 

 

 

 地域の状況に応じて複数の方法を紹介しています。詳細は p.23 を御覧ください。 

図 10 地域気候変動適応計画策定/変更の流れ 

主幹部局が中心となって実施する STEP 

各 STEP の実施内容 
実施 

時期 

地
域
気
候
変
動
適
応
計
画
の
策
定
／
変
更
時 

1
～
2
年 

ご
と 

定
期
的
に
見
直
し 

ステージ 

【STEP5】既存施策の気候変動影響への対応力の整理 

地方公共団体において優先度の高い気候変動影響を対象に、それぞれに関連する既存施策の情報を収集し、将
来影響への施策の対応力を整理 

【STEP2】これまでの気候変動影響の整理 

これまでに、気候の変化や気象現象（高温、大雨等）によって生じたと考えられる影響の事例、および影響の原
因となった気象現象を整理 

ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 

ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 

ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 

ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 

主幹部局と関連部局が中心となって実施する STEP 

【STEP1】 地域気候変動適応計画策定/変更に向けた準備 

〇気候変動への適応の方針や目標の検討/見直し 

〇地域適応計画の形式の検討/見直し 

〇計画期間/見直し時期の設定 

○計画策定/変更のスケジュール 

○基礎情報（地理的条件、社会経済状況等）の整理/更新 

○区域の気候・気象（気温や降水量など）の特徴の整理・更新 

【STEP8】 地域気候変動適応計画の進捗状況の確認 

地域適応計画に取りまとめた適応策の実施状況を確認 

【STEP7】 適応策の取りまとめと地域気候変動適応計画の策定 

STEP 1～STEP 6 で整理した情報を取りまとめ、地域適応計画を策定 

【STEP6】適応策の検討 

STEP 5 で「新規または追加的な施策が必要」とされた気候変動影響に対し、具体的な適応策の情報を収集し、 
今後の対応を検討 

【STEP4】影響評価の実施 

各分野の気候変動影響について評価を実施し、地方公共団体において優先度の高い分野や項目を特定 

【STEP3】将来の気候変動影響の整理 

将来想定される気候変動影響の情報を収集・整理 
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ステージの考え方 

地域適応計画の策定/変更に当たり、区域内の気候変動影響や適応に関する詳細な情報を

入手し活用することで、地域の気候や社会経済状況に即した、より効果的な地域適応計画を策

定することができます。 

しかし、現実には、対象とする気候変動影響や区域のデータ整備状況等によって、入手でき

る情報の量や質が異なるため、本マニュアルでは、策定/変更時に入手できる情報に応じて、い

くつかの STEP においては３つ程度のステージに分けて、情報の具体的な収集方法を説明し

ています。ステージの数字が大きいほど、詳細で科学的に信頼性の高い情報によって、地域の

状況により即した計画策定ができるよう考慮しています。 

まずは比較的容易に入手可能な情報を活用して地域適応計画を策定し、計画の変更時によ

り詳細な情報を収集して内容の充実を図るなど、策定/変更時の状況に応じて参考としてくだ

さい。なお、全ての STEP を同じステージで揃える必要はなく、状況によっては、STEP ごと

にステージが異なることも考えられます。 

 

表 6 各ステージの考え方 

 
気候変動影響の整理・評価 

（STEP2、STEP3、STEP4） 

進捗状況の確認 

（STEP8） 

 

 

比較的容易に情報を入手しやすい国や都

道府県の資料等を活用して計画を策定しま

す。全国的に、あるいは都道府県で懸念され

ている気候変動影響の中から、特に区域内で

影響が大きいと思われるものを中心に記述

していきます。 

適応策の進捗状況を個票などに

整理し、確認します。 

 

 

 

庁内の行政資料や計画など、区域内の気

候変動影響についての既存情報の活用や、庁

内の関係部局、地域住民、ステークホルダー

との意見交換などから情報を収集し計画を

策定します。区域内の特有の影響なども整理

し記述します。 

定量的な指標を設定し、適応策の

進捗状況を確認します。 

 

 

区域内で特に懸念されている気候変動影

響について、区域内を対象とした研究論文等

の収集や、地域の大学等に情報を問い合わせ

ることで、区域内の産業や風土に即した計画

を策定します。 

定量的な指標の設定に加えて、地

域適応計画や各適応策の達成目標

を設定し、進捗状況を確認します。 

 

表 7 STEP２（これまでの気候変動影響の整理）におけるステージごとの手順概要（例） 

ステージ 手順の概要 

 
国や都道府県の報告書や資料を参考に、区域内で生じている影響を整理する。 

 

庁内の行政資料や計画から区域内で生じている影響を整理する。または、庁内の関

係部局及びその管轄下にある試験研究機関に問い合わせる。あるいは、地域住民と

の意見交換などから情報を収集する。 

 
大学や研究機関による気候変動影響に関する研究論文等を収集する。 

ステージ 1 

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 2 

ステージ 3 

ステージ 3 

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 3 
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情報整理シート 

手順編では、気候変動影響や適応についての情報を「情報整理シート」で整理します。その情

報を活用して地域適応計画の策定や適応策の検討を行う手順を紹介しています。STEP2～

STEP６では、主に農業分野を例に、作業内容と情報整理シートの記入例を紹介します。 

 

表 8 情報整理シート 

 

 

 

 

 

【STEP2】 

これまでの気候変動影

響の整理 

【STEP3】 

将来の気候変動

影響の整理 

【STEP4】 

影響評価の実施 

【STEP５】 

既存施策の気候変動影響への対応力の整理 

【STEP６】 

適応策の検討 

分

野 

大

項

目 

項

目 

2－1 2－2 

2－1 が将来どの

ような状況にな

るのか整理 

４－１ ４－２ ５－１ ５－２ 

既存施策の対

応力の確認に

おける情報か

ら、適応策の方

向性を整理 

こ れ ま で

に 生 じ て

い る 気 候

変 動 影 響

を整理 

2－1の原

因 と な る

気 象 現 象

を整理 

STEP3 に つ

いて、重要性・

緊急性・確信度

を整理 

優先的に取り

組むとされた

気候変動影響 

○：優先的に取

り組む 

－：見送り 

・2－1 への既存施

策や過去の対処方

法を整理 

・施策の立案の基準

となった数値があ

れば整理 

既存施策が STEP3

へ十分に対応力を有

するのか整理 
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3．地域気候変動適応計画の策定/変更 

【STEP 1】 地域気候変動適応計画策定/変更に向けた準備 

 気候変動への適応の方針や目標の検討/見直し 

地方公共団体の適応の方針や目標、目指すべき社会について検討します。 

 

気候変動による将来の影響に備える適応は、現在既に生じている気候変動影響に対処する

だけではなく、地域住民の生活や、地域の社会・経済・環境を将来にわたって守り、地域住民の

生活の向上や、地域の社会・経済の発展にもつながり得る取組です。まずは、国内外の適応に

関する情勢を踏まえた上で、地域適応計画を策定することで、目指すべき社会や目標などにつ

いて検討します。 

国内外の情勢については、気候変動適応情報プラットフォーム（以下「A-PLAT」という。）か

ら入手できます。詳しくは p.110 を参照してください。 

 

 

事例 地域適応計画における目指すべき社会の姿 

東京都「東京都気候変動適応計画」 

徳島県「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」 

東京都は令和３年３月に「東京都気候変動適応計画」において、適応に関する目指すべき

社会の姿を示しています。 

 

 

図 11 東京都気候変動適応計画における目指すべき姿 

出典：東京都気候変動適応計画（令和３年３月） 

 

 

1.2 本計画策定の目的 ひな形編 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/zeroemission_tokyo/adaptation/plan.html
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徳島県は令和 3 年 3 月に「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」を策定し、その中で、

目指すべき将来像を示しています。 

 

図 12 徳島県気候変動対策推進計画（適応編）における目指すべき将来像 

出典：徳島県気候変動対策推進計画（適応編）（令和 3 年 3 月、徳島県） 
 

 

参考情報 気候変動適応計画の目標設定の上での考え方 

平成 30 年 12 月に施行された「気候変動適応法」では、その目的を以下のように定めて

います。 

第一条 

この法律は、地球温暖化その他気候の変動に起因して、生活、社会、経済、及び自然環境

における気候変動影響が生じていること並びにこれが長期にわたり拡大する恐れがあるこ

とに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変動適応に関する情

報の提供その他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在及び将

来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

また、令和 3 年度に改定された「気候変動適応計画（令和 3 年１０月閣議決定）」の目標

は、下記のとおりです。 

第１章 気候変動適応に関する施策の基本的方向 

第１節 目標 

適応法は、気候変動に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が

生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適

応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目

的としている。 

これを踏まえ、本計画では、気候変動適応に関する施策を科学的知見に基づき総合的か

つ計画的に推進することで、気候変動影響による被害の防止・軽減、更には、国民の生活の

安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靱化を図り、安全・安心で持

続可能な社会を構築することを目指す。 
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 地域気候変動適応計画の形式の検討/見直し 

地域適応計画の形式を検討し、決定します。 

 

気候変動適応は、分野が多岐にわたり、多くの計画や部局の業務と深く関わっています。そ

のため、地域適応計画では、関連する計画等と連携し、横断的・総合的な施策を立てることが

できるよう、区域の状況に合わせた策定の形式を検討する必要があります。 

地域適応計画の策定の形式には、下記のような例が考えられます。独立した計画とするだけ

でなく、地球温暖化対策や環境など関連する計画と合わせて策定することや、防災、農業など

環境以外の分野の行政計画であっても気候変動適応に関する内容が含まれる場合には地域

適応計画と位置付けることが可能です。計画を統合することで、庁外の検討会への諮問等も一

度で済むという利点もあります。また、市町村にとって重要と考えられる分野の施策を優先的

に検討して地域適応計画を策定することもできます。まずは 1 分野を対象に地域適応計画を

策定して、改定時に徐々に対象分野を広げていくことも可能です。 

・独立した計画とする 

・地方公共団体実行計画（区域施策編）と合わせて策定する（構成例：表 9） 

・環境基本計画に組み込む 

・防災や農業など関連する分野の計画を地域適応計画として位置づける 

表 9 地方公共団体実行計画（区域施策編）と合わせて策定する場合の構成例 

表中の○は、記載内容が各計画に必要な情報に相当することを示します。 

地方公共団団体実行計画と地域適応計画を 

合わせて策定する際の目次（例） 

地域適応 

計画に相当 

地方公共団体実

行計画に相当 

背景 

（気候変動や気候変動対策を巡る国内外の動向など） 
○ ○ 

計画の目的、位置付け、計画期間 ○ ○ 

区域の地理的条件、経済・社会的な地域特性 〇 ○ 

区域の気候変動及びその影響と将来予測 ○ ※ 

目指す将来像 ○ ○ 

（緩和） 

 区域における温室効果ガス排出量、エネルギー消費

量等の状況 

 これまでの取組や今後の取組方針 

 温室効果ガス排出削減目標 

 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

 ○ 

（適応） 

 適応に関する基本的考え方 

 各分野のこれまで及び将来の気候変動影響 

 各分野における適応策 

○  

推進体制、進捗管理、各主体の役割 ○ ○ 

※地方公共団体実行計画（区域施策編）では、気候変動の将来予測の記載は求められていませんが、気候変動

影響について合わせて記述することで、緩和対策の必要性の理解を醸成することにもつながります。 

 

 1.3 上位計画及び関連計画との位置づけ ひな形編 
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事例 地域適応計画の位置付け 

北海道旭川市「旭川市気候変動適応計画」 

旭川市は令和４年３月に「旭川市気候変動適応計画」を策定しています。地域適応計画は

旭川市環境基本計画の下の個別計画として、地球温暖化対策実行計画と並列に位置付けら

れており、地域防災計画や鳥獣被害防止計画等と連携するものとされています。 

 
図 13 「旭川市気候変動適応計画」の位置付け 
出典：旭川市気候変動適応計画（令和４年３月、旭川市） 

  

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/305/d075106.html
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 計画期間/見直し時期の設定 

地域適応計画の計画期間や見直し時期を設定します。 

 

気候変動は長期にわたり影響を及ぼします。地域適応計画は、区域における将来の気候変

動や各分野への将来の影響に関する科学的知見に基づいて策定しますが、将来予測の結果に

は幅があり、必ず不確実性が含まれています。 

地域適応計画を策定した後も、常に最新の科学的知見を収集し、各施策の状況の把握を行

い、それに基づいて地域適応計画を見直していくことで、適時的確な適応を進めていくことが

できます。 

計画期間や見直し時期については、関連する計画の計画期間や見直し時期と合わせるなど、

策定の形式や状況に応じて設定します。 

 

参考 地域適応計画の計画期間と見直し時期 

地域適応計画における計画期間と見直し時期については、様々な設定が考えられます。

例を表 10 に示します。 

地域適応計画を地方公共団体実行計画や環境基本計画などに組み込んだ場合は、それら

の計画に合わせた計画期間や見直し時期とする方法もありますが、地域適応計画の部分の

み、別途計画期間や見直し時期を設定することも考えられます。 

政府の「気候変動適応計画」では、「21 世紀末までの長期的な展望を意識しつつ、概ね 5

年間」のサイクルで、最新の科学的知見に基づいて計画を見直すこととしています。現在入

手できる気候変動影響の将来予測の多くは、今世紀中頃（2050 年頃）や今世紀末（2100

年頃）の影響を予測したものです。そのため、計画期間をそれらに合わせて定める方法も考

えられます。 

表 10 気候変動適応計画及び地方公共団体の適応に関する計画における 

計画期間と見直し時期の例 

※令和 3 年１0 月に閣議決定された法定の「気候変動適応計画」では、表中の計画期間及び見直しを基本

としつつ、２０２５年度を目途とする気候変動影響評価等を踏まえて、2026 年度に見直すことを目指す

としています。 

関連する計画 計画期間 見直し 

気候変動適応計画 

（令和 3（2021）年 10 月閣議決定） 

21 世紀末までの長期的な

展望を意識しつつ、概ね 5

年間 

概ね 5 年ごと※ 

千葉県の気候変動影響と適応の取組方針 

（平成３０（2018）年３月） 

2030 年度程度まで 概ね 5 年ごと 

福岡県地球温暖化対策実行計画（第 2 次）（令和 4

（2022）年 3 月） 

2017 年度から 2030 年

度まで 

概ね 5 年ごと 

那須塩原市気候変動対策計画（令和 4（2022）年

3 月） 

2030 年度まで 2026 年に見直

しを検討 

1.4 計画期間 ひな形編 
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 地域気候変動適応計画策定/変更のスケジュール 

地域適応計画策定/変更に向けてスケジュールを検討します。 

 

気候変動の影響を受ける分野は多岐にわたり、庁内の多くの計画や部局の業務と深く関わ

っているため、地域適応計画の策定/変更に当たっては、庁内関係部局との調整に掛かる時間

等を加味し、計画的に進めることが必要です。 

地域適応計画策定/変更の作業工程とスケジュールをあらかじめ作成しておくことで、関係

者と共通の認識をもって、計画的にスムーズに進めることができます。地域適応計画策定/変

更の流れの例を示します。 

 

事例 地域適応計画策定スケジュール 

① 東京都千代田区「千代田区気候変動適応計画 2021」 

東京都千代田区は令和 3 年 11 月に、初めての地域適応計画である「千代田区気候変動

適応計画 2021」を策定しています。検討においては、緩和策に関する取組である「千代田

区地球温暖化対策地域推進計画」と、適応策に関する取組である「千代田区気候変動適応計

画」を同時並行で検討しています。両計画は策定の前々年から準備を進め、懇談会等での議

論・検討を経て約２年をかけて策定されました。 

表 11 地域適応計画策定までのスケジュール例 

 時期 

内容 

「千代田区地球温暖化対策地域推

進計画 2015」の改定 

（仮称）「千代田区気候変動適応計

画」の策定 

第１回地球

温暖化対策

推進懇談会 

令和元年 

10 月 24 日 

 千代田区の地球温暖化対策の

取組み 

 千代田区の地球温暖化対策の

検証について 

 区内 CO2 排出量の推移・増減

要因分析について 

 区の主な取組みの検証結果 

 地球温暖化対策に関する課題

のまとめ 

 地域気候変動適応計画策定に

向けた検討について 

第１回 

検討部会 

令和 2 年 

1 月 10 日 

 千代田区の地球温暖化対策の

検証について 

 区内 CO2 排出量の推移・増減

要因分析について 

 区の主な取組みの検証結果 

 地球温暖化対策に関する課題

のまとめ 

 地域気候変動適応計画策定に

向けた検討について 

第 2 回 

検討部会 

令和 2 年 

2 月 18 日 

 地球温暖化対策に係る検証資

料 

 地球温暖化対策に関する課題

のまとめ 

 千代田区の温室効果ガス排出

量の将来推計結果について 

 気候変動適応に関する追加調

査 

 千代田区における気候変動の

影響評価結果 

 気候変動に関連する既存施策

の対応表 

 既存施策の気候変動影響への

対応力の整理 

第 3 回 令和 2 年  千代田区地球温暖化対策の取  千代田区気候変動適応に関す
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検討部会 3 月 26 日 組みに関する検証（案） る検討（案） 

第１回地球

温暖化対策

推進懇談会

（書面開催） 

令和２年 5 月  区全体の平成 30 年度 CO2 排

出量 

 区有施設の平成 30 年度 CO2

排出量 

 地球温暖化対策の検証（概要） 

 地球温暖化対策の検証（報告の

ポイント） 

 気候変動適応に関する検討（概

要） 

 気候変動適応に関する検討（報

告のポイント） 

第 1 回 

検討部会 

令和２年 

7 月 31 日 

 「千代田区地球温暖化対策地域

推進計画 2015」の改定につ

いて 

 （仮称）「千代田区気候変動適応

計画」における将来像・基本的

な考え方・施策体系等について 

第 2 回 

検討部会 

令和２年 

10 月 29 日 

 「千代田区地球温暖化対策地域

推進計画 2015」の改定につ

いて 

 （仮称）「千代田区気候変動適応

計画」の策定について 

第 3 回 

検討部会 

令和２年 

12 月 24 日 

 （仮称）「千代田区地球温暖化対

策地域推進計画 2021」計画

骨子（案） 

 （仮称）「千代田区気候変動適応

計画 2021」計画骨子（案） 

第 4 回 

検討部会 

令和３年 

2 月 3 日 

 （仮称）「千代田区地球温暖化対

策地域推進計画 2021」素案 

 （仮称）「千代田区気候変動適応

計画 2021」素案 

第１回地球

温暖化対策

推進懇談会

（書面開催） 

令和３年２月  （仮称）「千代田区地球温暖化対

策地域推進計画 2021」素案

（概要） 

 （仮称）「千代田区地球温暖化対

策地域推進計画 2021」素案

（本編） 

 （仮称）「千代田区気候変動適応

計画 2021」素案（概要） 

 （仮称）「千代田区気候変動適応

計画 2021」素案（本編） 

－ 令和３年 8 月 （パブリックコメント実施） （パブリックコメント実施） 

－ 令和 3 年 

11 月 

（計画決定） （計画決定） 

出典：千代田区地球温暖化対策推進懇談会資料より作成（令和 2 年、東京都千代田区） 

 

 ②新潟県新潟市（地球温暖化対策実行計画（地域推進版）－環境モデル都市推進プラン－） 

新潟県新潟市は令和 2 年 3 月に「地球温暖化対策実行計画（地域推進版）－環境モデル

都市推進プラン－」を改定しています。策定の前年 2 月から庁内の施策調査を開始し、6 月

から気候変動影響の情報収集・整理を実施、翌年の 3 月に公表しています。 

表 12 地域適応計画策定までのスケジュール例 

時期 内容 

2019 年 2 月 温暖化対策本部会議開催 

国立環境研究所気候変動適応センター長を招いての講演 

庁内施策調査 

2019 年 6 月～ 気候変動影響の情報収集・整理 

2019 年 9 月 庁内関係課へのヒアリング 

2019 年 10 月～ 対応力の整理、適応策の検討 

2019 年 12 月～ 

2020 年 1 月 

新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版）【素案】完成 

議会報告 

パブリックコメント実施 

2020 年 2 月 新潟市環境審議会への報告 

2020 年 3 月 各関係団体等への報告・周知・協力依頼 

出典：新潟市講演資料（令和４年、新潟市） 

 

  

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/ondanka/kondankai/index.html
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 基礎情報（地理的条件、社会経済状況等）の整理/見直し 

区域の特徴を把握するため、地形や主要産業、社会経済状況（産業構造、人口構造・人

口分布等）に関する情報を整理します。 

 

気候変動によってどのような影響を受けるかは、地方公共団体の位置や地勢等によって

様々です。また、区域内の人口や土地利用、主要産業などの社会経済状況によって、その影響

の種類や程度は異なります。 

始めに区域の地理的条件や社会経済状況を把握しておくことで、区域に特化した気候変動

影響の把握や、地域の状況に合わせた適応策の検討が可能となります。 

 

 

  

2.1 ○○市の基礎情報 ひな形編 
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事例 地域特性の整理 

神奈川県横浜市「横浜市気候変動適応方針」 

神奈川県横浜市は平成２９年６月に策定した「横浜市気候変動適応方針」で、横浜市の自

然的条件（地形）や社会的条件（人口、世帯数や面積など）について、地域特性を整理してい

ます。 

 

図 14 横浜市の自然的条件及び社会的条件 

出典：横浜市気候変動適応方針（平成 29 年、横浜市） 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/jikkou/tekiou/keikaku.html
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参考情報 
基礎情報（地理的条件、社会経済状況等）を参照できる統計情報や地方公共

団体の関連計画等 

基礎情報の

種類 
統計情報や地方公共団体の関連計画名 

地形関係  都市計画部局／防災安全・県土整備部局資料等 

 国土数値情報 

（国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 地理院地図 (国土地理院 https://maps.gsi.go.jp/) 

人口関係、

社会状況 

 国勢調査 

（総務省統計局

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html） 

国民生活基礎調査 

(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-

21.html) 

産業構造  産業政策部局資料等 

 国勢調査 就業状態基本統計 

（総務省統計局

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html） 

地域経済分析システム RESAS （内閣官房デジタル田園都市国家構想実

現会議事務局 https://resas.go.jp/） 

自然生態系 環境省自然環境保全基礎調査 自然環境調査 Web-GIS  

（環境省自然環境局 http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html） 

その他  総合計画 

 地方公共団体実行計画 

 環境基本計画 
 

 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://maps.gsi.go.jp/
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html
https://resas.go.jp/
http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html
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 区域の気候・気象（気温、降水等）の特徴の整理/更新 

区域の気候・気象（気温、降水等）の特徴や、これまでの変化及び、将来の予測につい

ての情報を整理します。 

 

適応策を検討する際には、過去から現在までの気候・気象、及びその気候・気象が将来どの

ように変化するかについて知ることも重要です。庁内での適応策検討の材料として、また、住

民や事業者等に地域の実態を伝えるための材料として、区域内の気候・気象に関する観測・予

測情報を収集・整理する必要があります。 

なお、区域に特化した情報がない場合は、地域及び全国レベルの情報を活用することが考え

られます。 

気候・気象に関する最新のデータやその解釈等については、「気候変動監視レポート（気象

庁）」、「日本の気候変動 2025（文部科学省・気象庁）」及び都道府県版リーフレット等を参照く

ださい。 
 

※気候は「地球上のある地域における長い期間の大気現象を平均した状態」、気象は「大気中

に生じるさまざまな自然現象のこと」を指します。 

 

 

 

事例 区域の気候・気象（気温、降水等）の特徴の整理 

愛媛県「愛媛県地球温暖化対策実行計画」 

鹿児島県「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」 

＜これまでの気候・気象＞ 

愛媛県では、松山地方気象台の協力を得て、これまでの県内の気温や降水量に関する観

測結果を入手し、また、愛媛県水産研究センターが取りまとめた海水温に関する観測結果も

入手し、公表しています。 

 

図 15 年平均気温の経年変化 

（松山地方気象台） 

出典：愛媛県地球温暖化対策実行計画（令和 2 年、愛

媛県） 

 

図 16 平均海水温の平年差推移 

出典：愛媛県地球温暖化対策実行計画（令和 2

年、愛媛県） 

2.2 これまでの○○市の気候の変化 ひな形編 

2.3 将来の○○市の気候・気象の変化 ひな形編 

https://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/theme/ondanka/keikaku.html
https://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/theme/ondanka/keikaku.html
https://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/theme/ondanka/keikaku.html
https://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/theme/ondanka/keikaku.html
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鹿児島県は、平成30年3月に策定した「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」の中で、「九

州・山口県の地球温暖化予測情報」（平成 26 年 10 月 福岡管区気象台）を用いて、鹿児島

県における将来の気温情報等を整理しています。 

 
図 17 鹿児島県における将来の平均気温、日最高・最低気温の平均値の変化 

出典：鹿児島県地球温暖化対策実行計画（平成 30 年、鹿児島県） 

 

 

 

 

参考情報 地域の気候・気象に関する参考資料 

地域の気候・気象に関する情報を収集する際は、以下の資料が参考になります。その他に

も、全国的な気候・気象に関する情報を確認する際は、資料集に示す資料が参考となりま

す。各参考資料の詳細は資料集を御確認ください。 

表 13  地域の気候・気象に関する参考資料 

 紹介ページ・ 

資料番号（資料集） 

作成者・ 

ウェブサイト 
参考資料の名称 入手できる情報の概要 

① 1-1 
文部科学省・

気象庁 
日本の気候変動 2025  

日本における気候変動

の観測成果及び将来予

測の解説 

② 1-5 
気象庁ホー

ムページ 

日本の各地域における気候の変化 

都道府県版リーフレット 
都道府県別の図表等 

③ 1-4 
気象庁ホー

ムページ 

過去の気象データ・ 

ダウンロード 

都道府県内主要地点の

数値データ 

（csv ファイル） 

④ p.115 A-PLAT 
気象観測データの長期変化の傾向（気

象庁提供） 
都道府県別の図 

⑤ p.116 A-PLAT 気象観測データ閲覧ツール 都道府県別の図、地図 

⑥ p.116  A-PLAT 
将来予測 WebGIS（オンライン地理

情報システム） 
地図による空間情報 
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⑦ p.117 A-PLAT 気候変動情報スライド出力ツール 地方公共団体別の図 

 

これらの参考資料で入手可能な気象データは以下のとおりです。 

表 14 参考資料から入手できる気象データ 

気象データ 
これまでの気候･気象 将来の気候・気象 

① ②※１ ③ ④ ⑤ ⑥ ① ②※１ ③ ④ ⑤ ⑥ 

年平均気温 ○ ○ △※２ ○ - - ○ ○ - - ○ ○ 

日最高気温 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

日最低気温 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

夏日 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

真夏日 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ - - - ○ 

猛暑日 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ - - - ○ 

熱帯夜 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

冬日 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

真冬日 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

年降水量 ○ ○ △※２ ○ - - ○ ○ - - ○ ○ 

短時間強雨 

（発生回数） 
○ ○ - - - - ○ ○ - - - ○ 

大雨発生 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

無降水日 ○ ○ △※3 - - - ○ ○ - - - ○ 

降雪量 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

積雪量 ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - ○ 

海面水位 ○ ○ △※4 - - - ○ - - - - - 

※1. 区域によっては記載されていない場合もあります。 

※2. 資料 1-4 からは入手できませんが、気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」から入手可能で

す。（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php） 

※3. 無降水日の日数を直接表示することはできませんが、月間の降水日数（日降水量 0.0mm 以上の日

数）を表示し、当該期間の合計日数から引くことで算出可能です。 

※4. 資料 1-4 からは入手できませんが、気象庁ホームページ「日本周辺の 1960 年以降の海域ごとの海

面水位変化」から、Ⅰ北海道・東北地方沿岸、Ⅱ関東・東海地方沿岸、Ⅲ近畿～九州地方の太平洋側沿岸、Ⅳ

北陸～九州地方の東シナ海側沿岸の４海域について海面水位に関する情報が入手可能です。 

（https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/sl_area/sl_rgtrend.html） 

 

  

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/sl_area/sl_rgtrend.html
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コラム 気候変動とは 

気候は定常的なものではなく、太陽

活動の変動や火山噴火などの自然の影

響、温室効果ガスの排出や森林伐採な

ど人間活動による影響により変化、変

動しています。このような変化や変動を

広く「気候変動」と呼びます。気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）の第６

次評価報告書では、人間の影響が大

気、海洋及び陸域を温暖化させてきた

ことに疑いの余地はなく、大気、海洋、

雪氷圏及び生物圏において広範囲かつ

急速な変化が現れていることが示され

ました。 

この気候変動の代表的な事例として

は、気温の上昇や降水の変化が挙げら

れます。例えば、日本の年平均気温は 100 年当たり約 1.28℃の割合で上昇しています。 

この気温上昇や降水の変化といった気候変動は、今後も進行していくと考えられていま

す。下記では、21 世紀末において予測されている気温と降水の 20 世紀末からの変化を示

します。なお、ここで示す予測は、温室効果ガスの排出が比較的少ないシナリオ（RCP2.6：

パリ協定の「2℃目標」が達成された状況下であり得るシナリオ）と温室効果ガスの排出が最

も多いシナリオ（RCP8.5：厳しい温暖化対策をとらない場合のシナリオ）に基づいています

（p.39 参照）。 

 気温 

 年平均気温は、全国平均で 1.4℃（RCP2.6）、4.5℃（RCP8.5）上昇するなど、全国

的に有意に上昇する。 

 猛暑日や真夏日のような暑い日の日数も全国的に有意に増加する（猛暑日は、全国平

均で 2.8 日（RCP2.6）、19.1 日（RCP8.5）増加）。 

 冬日のような寒い日の日数は、全国平均で 16.7 日（RCP2.6）、46.8 日（RCP8.5）

減少するなど、全国的に有意に減少する。  

 

 降水 

 大雨、短時間強雨の年間発生回数は全国的に有意に増加する（1時間降水量50mm以

上の短時間強雨の頻度は、全国平均で約 1.6 倍（RCP2.6）、約 2.3 倍（RCP8.5）に

増加）。 

 雨の降らない日も全国的に増加する（RCP2.6 では有意な変化は予測されず）。 

 

出典：日本の気候変動 2020（令和 2 年、文部科学省・気象庁）、IPCC 第 6 次評価報告書第１作業部会

報告書政策決定者向け要約（令和 3 年、IPCC）、気象庁ホームページを基に作成 

 

  

図 18 日本における年平均気温の 1991～2020

年平均からの差 
出典：気象庁ホームページ 
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/a
n_jpn.html 
 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html
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コラム 気候の将来予測とは  

将来の気候予測は、「気候モデル」を用いて計算します。また、この「気候モデル」による計

算では、前提条件として「排出シナリオ」が設定されています。 

 

＜気候モデルとは＞ 

大気や海洋などの中で起こる現象を物理法則に従って定式化し、計算機（コンピュータ）

によって擬似的な地球を再現しようとする計算プログラムです。気候モデルの計算は膨大

な量であるため、計算にはスーパーコンピュータ（地球シミュレータ等）を使います。 

 

＜排出シナリオとは＞ 

人間活動に伴う温室効果ガス等の大気中の濃度が、将来どの程度になるかを想定したも

のを「排出シナリオ」と呼んでいます。この排出シナリオを気候モデルにインプットして将来の

気温や降水量などの変化を予測しています。 

温室効果ガスの濃度変化には不確実性があるため、いくつかの濃度変化のパターンを想

定しています。現在では、主に RCP シナリオと呼ばれる排出シナリオが、国際的に共通して

用いられています。 

RCP シナリオには、RCP1.9、RCP2.6、RCP4.5、RCP7.0、RCP8.5 等があります。

RCP に続く数値は、その値が大きいほど 2100 年までの温室効果ガス排出が多いことを

意味し、将来的な気温上昇量が大きくなります。 

 

<排出シナリオと社会経済シナリオとの組合せ> 

将来の社会経済の発展の傾向を仮定したものを「社会経済シナリオ」と呼んでいます。現

在では、主にSSP シナリオと呼ばれる社会経済シナリオが、国際的に共通して用いられてい

ます。 

SSP シナリオは、人口、ガバナンス、公平性、社会経済開発、技術、環境等の社会像の諸条

件を示す定量・定性的な要素からなり、5 つの代表的なシナリオで構成されます。 

 

図 19 SSP1～SSP5 のコンセプト 

適応策の困難性 

緩
和
策
の
困
難
性 

★ SSP 5: ★ SSP 3: 

★ SSP 1: ★ SSP 4: 

化石燃料依存の

発展 
地域分断 

格差 持続可能 

中庸 

★ SSP 2: 

(Mit. Challenges Dominate) (High Challenges) 

(Adapt. Challenges Dominate) 

(Intermediate Challenges) 

(Low Challenges) 
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RCP シナリオと SSP シナリオを組み合わせることにより、各社会像において取り組まれ

る気候変動対策に応じた気候変動の程度等を予測することができます。気候変動に関する

政府間パネル（IPCC）の第６次評価報告書では、以下のように、将来起こり得る展開とし

て、SSP1-1.9、SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0、SSP5-8.5 の５通りの組合せで

評価しています（SSPx-y のうち、ｘは SSP シナリオ、y は RCP シナリオ）。 

 

図 20 排出シナリオ別の２１世紀末における１８５０～１９９０年の世界平均気温からの気温

上昇量（最良推定値、括弧内は可能性が非常に高い範囲） 

 

＜不確実性＞ 

気候モデルを用いた将来予測には、必ず一定程度の「不確実性」が含まれます。つまり、将

来予測は確実ではありません。 

例えば、今世紀末の世界平均気温を予測する際、その結果は「20 世紀末と比べて 2.6-

4.8℃上昇する可能性が高い」という具合に、ある幅を持った数値で表現されることが一般

的です。数値が幅を持つということは、気温の予測がそれだけの「不確実性」を持つというこ

とを意味します。 

仮に、気候モデルがどれほど精緻な計算を行うことが可能だとしても、条件である排出シ

ナリオの設定が現実のものと異なれば、計算結果は現実と異なることになります。 

気候変動の将来予測結果には、気候モデルや排出シナリオなどにそれぞれ不確実性が含

まれていますので、取り扱う際には十分留意してください。 

 

出典： 

IPCC report communicator ガイドブック～WG1 基礎知識編～（平成２７年、環境省）、 

地方公共団体における気候変動適応計画策定ガイドライン（初版）（平成２８年、環境省）、 

21 世紀末における日本の気候（平成２７年、環境省・気象庁）、 

国立環境研究所ホームページ（https://www.nies.go.jp/kanko/news/33/33-6/33-6-05.html, 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20170221/20170221.html）、 
気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 2018 ～日本の気候変動とその影響～（平成 30 年、

環境省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・気象庁）、 

IPCC 第６次評価報告書 第１作業部会報告書 政策決定者向け要約（令和 3 年、IPCC）を基に作成 

厳しい温暖化対策を取らなかった場合 

SSP5-8.5： 4.4℃ （3.3～5.7℃） 

SSP3-7.0： 3.6℃ （2.8～4.6℃） 

SSP2-4.5： 2.7℃ （2.1～3.5℃） 

SSP1-2.6： 1.8℃ （1.3～2.4℃） 

SSP1-1.9： 1.4℃ （1.0～1.8℃） 

厳しい温暖化対策を取った場合 

https://www.nies.go.jp/kanko/news/33/33-6/33-6-05.html
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【STEP 2】 これまでの気候変動影響の整理 

これまでに、気候の変化や気象現象（高温、大雨等）によって生じたと考えられる影響

の事例、及び影響の原因となった気象現象を整理します。 

 

これまでに気候の変化や気象現象によって生じた影響を整理することで、区域内で気候や

気象現象の影響を受けやすい分野を把握することができます。これまでに影響を受けてきた

分野は、将来の気候変動によっても影響を受ける可能性が高いと考えられるため、整理してお

くことが重要です。 

 

影響を整理する際、表 15 のように気候変動影響の原因となる気象現象（高温、大雨等）も、

可能な限り影響と合わせて整理することで、STEP３における将来の気候変動影響を考える際

に活用することができます。 

 

気候変動の影響は多岐にわたります。全国的な気候変動影響の概要と、地域の気候変動影

響について情報収集する際のチェック項目を示した「庁内コミュニケーションシート」を使うこ

とで、効率的に気候変動影響について理解し、庁内関係部局から情報収集を行うことができま

す。 

 

 

国・都道府県の報告書や資料を参考に、区域内で生じている影響を整理

する。 

 

庁内の行政資料や計画から区域内で生じている影響を整理する。又は、

庁内の関係部局及びその管轄下にある試験研究機関に問い合わせる。あ

るいは、地域住民との意見交換などから情報を収集する。 

 
大学や研究機関による気候変動影響に関する研究論文等を収集する。 

 

  

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 3 

4.1.1 これまでの影響 ひな形編 



【STEP２】これまでの気候変動影響の整理 

42 

参考情報 表 15 気候・気象現象とそれに関連する気候変動影響の例 

気候・気象現象 関連する気候変動影響 

高温 

・農作物の生育不良 

・河川・湖沼などの水温上昇 

・森林の生育適域の変化 

・感染症媒介蚊の分布域の変化 など 

夏日・真夏日・猛暑日 

熱帯夜の増加 

・熱中症搬送者数の増加 

・農作物の生育不良 など 

冬日・真冬日の減少 ・観光資源（ウィンタースポーツ、雪まつり）への影響 など 

降水量の変化 ・水資源への影響（渇水、農業用水） など 

短時間強雨や 

大雨の発生日数の増加 
・自然災害（洪水、内水氾濫、土砂災害） など 

降雪量/積雪量の減少 
・水資源への影響（渇水、農業用水） 

・観光資源（ウィンタースポーツ、雪まつり）への影響 など 
 

 

参考情報 庁内コミュニケーションシート 

気候変動影響評価報告書の代表的な分野・項目※について、地域適応計画策定の担当者

が、気候変動影響と適応策の概要を理解し、地域の気候変動影響や適応に資する取組の状

況について情報収集することを目的として、「庁内コミュニケーションシート」を作成しまし

た。 

本資料の位置付けについては、本マニュアルの冒頭の「図 1 マニュアル、ツール、参考情報

の構成と概要」を、詳しい使い方は、庁内コミュニケーションシート 1 ページ目の全体解説書

を御確認ください。 

※分野は「産業・経済活動分野」を除く 6 分野、項目は気候変動影響評価の重大性の評価が「特に重大な影

響が認められる」、緊急性の評価結果が「高い」あるいは「中程度」の項目のほか、地域にとって重要と思わ

れる項目を対象にしています。 

STEP2 で参考になる内容 

・これまでの全国的な影響 

・地域の情報を知るためのチェック項目 ： 地域のこれまでの影響について庁内関係部局

に問い合わせる際に参考となる質問項目 

STEP3 で参考になる内容 

・将来の全国的な影響 

STEP5 で参考になる内容 

・地域の情報を知るためのチェック項目 ： 適応に資する地域の取組状況について、庁内

関係部局に問い合わせる際に参考となる質問項目 

・代表的な適応策 ： 主な適応策の例示内容 

・インフォグラフィック ： 適応策等に関するより詳細な情報 
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図 21 庁内コミュニケーションシートのイメージ 
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国・都道府県の報告書や資料を参考に、区域内で生じている影響を整理す

る。 

 

令和 2 年 11 月に中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会において、

我が国において現在既に現れている気候変動影響や、既存の研究による気候変動の将来予測

など、気候変動が日本の自然や人間社会に与える影響についての情報を整理し、「日本におけ

る気候変動による影響の評価について（答申）」が示されました。この答申を踏まえて、国は、

「気候変動影響評価報告書」を作成し、公表しています。 

 

「気候変動影響評価報告書」では、表 16 の 7 分野等における気候変動影響について、「現

在の状況」と「将来予測される影響」を詳細に記述しています。このうち「現在の状況」から区域

に関係する影響を抜き出すことで、影響を受けやすい分野を把握することができます。 

表 21（p.54）に「気候変動影響評価報告書」とその他参考になる報告書や資料を示してい

ます。 

 

市町村では、都道府県の地域適応計画に記載されている区域の気候変動影響に関する情報

等を活用することも考えられます。また、近隣市町村や、気候条件・地理条件・産業構造等が似

ている地方自治体の地域適応計画を参考にすることも考えられます。 

 

 

表 16 気候変動影響評価報告書における分野等 

分野 大項目 

農業・林業・水産業 農業/林業/水産業 

水環境・水資源 水環境/水資源 

自然生態系 
陸域生態系/淡水生態系/沿岸生態系/海洋生

態系/物質収支/生態系サービス/その他 

自然災害・沿岸域 河川/沿岸/山地/その他/複合的な災害影響 

健康 暑熱/感染症/その他 

産業・経済活動 産業/海外影響 

国民生活・都市生活 
健全な生活とその基盤/精神的な基盤/世代

間・世代内公平性 

※詳細は「気候変動影響評価報告書（総説）（p.11-１３）」をご参照ください。 

  

ステージ 1 
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事例 都道府県の気候変動影響情報の活用 

栃木県塩谷町「第 2 次塩谷町環境基本計画」 

栃木県塩谷町は令和 4 年 3 月に策定した「第 2 次塩谷町環境基本計画」における「塩谷

町気候変動適応計画」の中で、県の地球温暖化対策実行計画及び気候変動影響調査の内容

を基に気候変動影響の情報をまとめています。気候変動によって過去に経験のない影響が

生じる可能性もあることから、市町村内で生じた影響のみに絞るのではなく、都道府県等の

気候変動影響調査結果等を用いて幅広く情報収集し影響を把握することも考えられます。 

 

図 22 県の気候変動影響の情報を用いた情報の整理 

出典：第２次塩谷町環境基本計画（令和 4 年、塩谷町） 

 

 

情報整理シートの記入例 
 

表 17 STEP2_ステージ 1（例:農業・林業・水産業分野） 

 

 

【STEP２】 

これまでの気候変動影響の整理 

分野 大項目 項目 

2－１ 2－２ 

これまでに生じていると考えられ

る気候変動影響を整理 

2－１の原因となる気象現象を整

理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 
水稲における一等米比率の低下 

（出典：気候変動影響評価報告書） 

気温の上昇 

（出典：気候変動影響評価報告書） 

  

https://www.town.shioya.tochigi.jp/info/1864
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庁内の行政資料や計画から区域内で生じている影響を整理する。又は、庁

内の関係部局及びその管轄下にある試験研究機関に問い合わせる。あるい

は、地域住民との意見交換などから情報を収集する。 

 

庁内の行政資料や計画で、各分野の気候変動影響に関連した内容が記載されている場合が

あります。また、庁内関係部局では、既に気候変動影響についての情報を把握している場合が

あります。 

庁内の行政資料や計画を参照したり、庁内の関係部局に気候変動影響について問い合わせ

たりすることで、区域内の詳細な情報を入手することができます。 

庁内だけでなく、地域の住民や企業などとの対話やアンケート、ヒアリング等を通じて、区域

内の気候変動影響に関する情報を収集する方法も考えられます。その場合、収集した情報には

気候変動影響ではないものも含まれる可能性があるため、必要に応じて専門家の意見を求め、

科学的妥当性を確認することも考えられます。環境省が令和元年から実施している「国民参加

による気候変動影響情報収集・分析委託業務」においては、地域センターが中心となり、区域内

の農協・漁協、小学校等の教育機関、企業等へのヒアリングや、住民向けのワークショップを通

じて情報収集を行っています。本事業の成果は、A-PLAT で紹介しています。 

  

ステージ 2 
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事例 地域の気候変動影響等の取りまとめ 

滋賀県「滋賀県の気候変動影響等とりまとめ」 

滋賀県は、令和３年３月に改定した「滋賀県における気候変動影響等とりまとめ」で、滋賀

県内において現時点で気候変動による影響として、その可能性が示唆される事象を整理し

ています。以下の例では、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターのデータによって具体的な影

響の情報を示しています。 

 

 

図 23 滋賀県内にて既に現れている気候変動の影響（水環境） 
出典：滋賀県の気候変動影響等とりまとめ（令和３年、滋賀県気候変動適応センター） 

  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/13573.html
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事例 庁内の関係部局からの情報収集 

北海道札幌市「札幌市気候変動対策行動計画」 

札幌市では独自のフォーマットを作成して、庁内関係部局から適応計画に関する情報を収

集しています。表は分野ごとに「市内における気候変動が原因と思われる変化（メリット、デ

メリット）、（予測される）影響等」「対応の時期」「現在の取組状況と今後の対応方針」等を記

載する形式となっています。 

 

図 24 札幌市における情報収集フォーマット 

出典：札幌市提供資料 
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事例 住民参加型の情報収集手法 

国立環境研究所「アンケート調査実施時の参考資料」 

近畿地方環境事務所「市民参加による気候変動の地域での影響事例調べワークショップ手順書」 

滋賀県「身近な温暖化の事例探し」 

長野県信州気候変動適応センター「市民講座等」 

気候変動影響の情報の取りまとめは、文献調査や専門家等への聞き取り等だけでなく、

区域内の住民から情報を収集・整理することも一つの手段です。住民参加型の気候変動影

響の情報収集手法は、アンケートやウェブサイト等で情報収集する方法と、ワークショップ形

式等で対話を通じて情報収集する方法があります。 

① アンケートやウェブサイト等で情報収集する方法 

環境基本計画や地方公共団体実行計画を策定する場合は、住民の意向調査としてアンケ

ートを実施することが多いため、その中に気候変動影響に関する設問を入れることが考え

られます。アンケートの例としては、A-PLAT に「アンケート調査実施時の参考資料」が掲載

されており、設問例もありますので参考にすると良いでしょう。また、選択肢形式ではなく

自由記述式で聞くと、より具体的な影響の情報を得られる可能性があります。自由記述式

の場合は、「影響の発生場所、影響の発生時期等を含め具体的に御記載ください」等と注意

書きがあるとより正確な情報の提供が期待できます。 

② ワークショップ形式等で対話を通じて情報収集する方法 

イベントや環境教育の場を活用して、ワークショップの形で住民の方々から気候変動への

影響を収集することが考えられます。ワークショップの開催方法は近畿地方環境事務所の

「市民参加による気候変動の地域での影響事例調べワークショップ手順書」に詳しく掲載さ

れていますのでご参照ください（図 25）。 

 

図 25 ワークショップの準備と第一回ワークショップの例 

出典：近畿地方環境事務所「市民参加による気候変動の地域での影響事例調べワークショップ手順書」 

 

https://kinki.env.go.jp/earth/post.html
https://kinki.env.go.jp/earth/post.html
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また、滋賀県では「気候変動影響に関するワーキング」で、県内で生じている「温暖化によ

る環境の変化」「気候変動への今後の不安」を共有し、個人や地域で取り組むことのできる

「適応策」を考えることを目的とした県民ワークショップを実施し、ウェブサイト上に「収集さ

れた影響事例」として掲載されています（図 26）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 気候変動影響に関するワーキングの様子と収集された影響事例（春） 

出典：滋賀県ウェブサイト「気候変動適応の推進」 

 

長野県では市民を対象とした気候変動影響についての出前講座等を実施する際、参加し

た市民を対象にアンケート形式で気候変動影響の情報収集を行っています。また、長野県の

高校で「地域の気候変動の影響」を実感する授業を実施した際は、将来の気候変動に関する

説明をした上で、「身近な気候変動影響を調べて発表する」という課題を行いました。地域

の産業に従事している人や親類へ気候変動についてのインタビューを行うことで、地域に根

ざした気候変動影響の情報収集だけでなく、生徒の環境教育にも一役買っています。 

 

 

  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/13573.html
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事例 気候変動影響によるプラス面の掲載 

徳島県「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」 

徳島県気候変動対策推進計画（適応編）では、気候変動によるマイナスの影響に加えて、

気候変動影響によるプラスの側面についても紹介しています。 

 
図 27 影響によるプラス面の例 

出典：徳島県気候変動対策推進計画（適応編）（令和３年 3 月、徳島県） 
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参考情報 表 18 行政資料に関する参考情報 

分野横断 ・ 日本の各地域における気候の変化 及び 都道府県版リーフレット 

（参考資料 1-5） 

・ 気候変動監視レポート（参考資料 1-2） 

・ 日本の気候変動 2025（参考資料 1-1） など 

農業・林業・ 

水産業 

・ 農業/林業/水産業の生産統計 
・ 農業/林業/水産業の試験研究機関の研究レポート など 

・ 農業/林業/水産業の振興計画 

水環境・水資源 ・ 環境白書あるいは環境基本計画の年次報告書 

・ 環境基本計画 ・ 日本の水資源の現況 

・ 水環境保全基本計画 ・ 下水道事業計画 

・ 水道ビジョン ・ 水循環基本計画 

自然生態系 ・ 環境白書あるいは環境基本計画の年次報告書 
・ 緑の基本計画 

・ 自然環境保全基礎調査等の自然生態系関連の統計・レポート など 

・ 環境基本計画 ・ 生物多様性地域戦略 

自然災害・沿岸域 ・ 災害関連の白書あるいは災害関連の統計・レポート など 

・ 国土交通省地方整備局の調査報告書 

・ 防災基本計画 ・ 地域防災計画 

・ 国土強靭化地域計画 ・ 都市計画マスタープラン 

・ 立地適正化計画 ・ 河川整備計画 

・ 沿岸整備計画 ・ 港湾・漁港整備計画 

健康 ・ 保健研究センター、保健所等の所報・統計・レポート など 

・ 環境基本計画 ・ 地域医療計画 

・ 健康づくりプラン ・ 蚊媒介感染症予防計画 

・ ヒートアイランド対策推進計画 ・ 緑の基本計画 

産業・経済活動 ・ 観光白書 ・ 産業振興計画 ・ 観光基本計画 

国民（市民）生活・都市生活 ・ 環境白書あるいは環境基本計画の年次報告書 
 

 

 

 

情報整理シートの記入例 

 

表 19 STEP2_ステージ 2（例:農業・林業・水産業分野） 

 【STEP２】 

これまでの気候変動影響の整理 

分野 大項目 項目 

2－１ 2－２ 

これまでに生じていると考え

られる気候変動影響 
2－１の原因となる気象現象を整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 

水稲における一等米比率の低

下 

（出典：農業振興計画） 

高温 

（出典：農業振興計画） 
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大学や研究機関による気候変動影響に関する研究論文等を収集する。 

 

特に区域内に拠点を置く大学や研究機関においては、区域を対象とした気候変動影響に関

する研究を実施している場合があります。 

例えば、論文検索サービス等を使って、区域の気候変動影響に関する研究論文等を収集す

ることで、有用な情報を入手することができます。 

また、大学や研究機関へのヒアリングや問合せ等を通じて、気候変動とその影響に関する研

究の実施の有無、実施内容やその結果に関するより詳細な情報を入手できる可能性がありま

す。 

 

事例 研究論文等を用いた情報収集・整理 

静岡県「静岡県の気候変動影響と適応取組方針」 

静岡県では、地域内の気候変動影響に関する論文等を活用して、静岡県内の影響を詳細

に記載しています。調査対象の分野に関して、影響評価報告書の引用文献（表 21）を手掛

かりとし、地域内に関連しそうな論文を検索することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 静岡県の気候変動影響と適応取組方針における研究論文参照例 

出典：静岡県の気候変動影響と適応取組方針（平成 31 年、静岡県） 

  

 

ステージ 3 

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/1040676/1016103.html
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情報整理シートの記入例 

 

表 20 STEP2_ステージ 3（例:農業・林業・水産業分野） 

 【STEP２】 

これまでの気候変動影響の整理 

分野 大項目 項目 

2－１ 2－２ 

これまでに生じていると考えられる

気候変動影響を整理 
2－１の原因となる気象現象を整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 
水稲における一等米比率の低下 

（出典：●●（研究論文の情報）） 

高温 

（出典：●●（研究論文の情報）） 

 

 

参考情報 
STEP 2 で活用できる参考資料 

表 21 これまでの気候変動影響に関する参考情報 

情報の種類 資料名等 内容 

紹介ページ・ 

資料番号 

（資料集） 

これまでの

影 響 

気候変動影響評価報告書 

（総説・詳細） 
各分野の全国的な影響の情報 

1-8 

1-9 

庁内コミュニケーションシート 

地域適応計画策定の担当者を対象とし

て、各分野の代表的な気候変動影響と

適応策の特徴を理解するための資料 
p.42 

インフォグラフィック 

（A-PLAT） 

７分野の代表的な項目の適応策につい

て、「影響の要因⇒現在の状況と将来予

測⇒適応策」の関係性を示し、適応策を

体系的に整理したもの 

3-1 

地域気候変動適応計画マニュア

ル 資料集 

気候変動影響予測に関する様々な報告

書などの資料を紹介 
資料集 

気候変動影響評価報告書の引

用文献（A-PLAT） 

気候変動影響評価報告書（詳細）におい

て引用されている各分野の文献情報 
1-10 

分 野 間 の 

影 響 

気候変動影響評価報告書（総

説）p.41、60、68、86、96、

106、122 

７分野の気候変動影響の概略図（各分

野と関係が深い分野・項目が表示され

ている） 

1-8 

気候変動影響評価報告書（総

説） 

p.134～135 

気候変動影響評価報告書（詳

細） 

p.460～461 

ある影響が分野を超えて他の影響を誘

発することによる影響の連鎖や、異な

る分野での影響が連続することにより

影響の甚大化をもたらす事象につい

て、例と共に解説 

1-8 

1-9 
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【STEP 3】 将来の気候変動影響の整理 

将来想定される気候変動影響の情報を収集し、整理します。 

 

地域適応計画は、より効果的かつ効率的な適応策の実施のために、将来変化していく気候

変動影響を見据えて策定することが大変重要です。 

例えば、河川の水門の施設などは、計画の立案、設計、施工、施設の使用までを考えると数

十年の長期にわたり、一度造ると、気候変動影響が拡大して対処が困難になってきた場合でも、

簡単に施設を更新することはできません。そのため、新規に建設する場合は、設計段階から将

来の気候変動影響を考慮することで、効率的に将来の安全性を確保することができます。この

ように、将来の気候変動影響に備え、今から対策を実施しなければならない施策は他にも多く

あります。 

ここでは、STEP２で収集した気候・気象現象の影響が、将来どのように変化するか、これま

で経験していない影響が新たに生じる可能性があるかなど、将来の気候変動影響を整理しま

す。 

気候変動への適応の観点からは、これまでに経験していない影響が将来新たに生じる可能

性についても、広く情報収集することが重要です（p.64 参照）。また、負の影響だけでなく、機

会（チャンス）に関する情報も収集し、適応取組を地域の魅力向上や地域経済の活性化などに

つなげることも重要です。 

また、気候変動だけが要因ではない複合的な影響についても、気候変動によって、問題がよ

り深刻化することも考えられるため、幅広く情報を収集します。 

 

 

 

 

国の気候変動影響評価報告書や関連する報告書、都道府県の計画、A-

PLAT の予測情報等を参考に、区域内の将来の影響を整理する。 

 

庁内の行政資料や計画を参照する。又は、庁内の関係部局及びその管轄

下にある試験研究機関に問い合わせて情報収集を行う。 

 

大学や研究機関による将来の気候変動影響に関する研究論文等を収集

する。 

 

  

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 3 

4.1.2 将来の影響 ひな形編 
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国の気候変動影響評価報告書や関連する報告書、都道府県の計画、 A-PLAT
の予測情報等を参考に、区域内の将来の影響を整理する。 

 

気候変動の将来の影響に関する情報を収集する際、国の気候変動影響評価報告書の「将来

予測される影響」の記述から区域に関する気候変動影響を抜き出すことで、中長期的に影響を

受けやすい分野を把握することができます。 

また、A-PLAT には、コメの収量や品質、熱中症搬送者数といった、いくつかの気候変動影

響の将来予測が、マップやグラフで提供されています（p.１１７参照）。 

まずは、国の報告書や A-PLAT の情報を基に、区域に関係する気候変動影響情報を整理し

ます。表 26（p.63）に参考になる報告書や資料を示しています。 
 
市町村では、都道府県の地域適応計画に記載されている区域の将来の気候変動影響を活用

したり、近隣市町村の地域適応計画を参考にすることも考えられます。 
 

事例 県の調査結果を活用した市の計画策定 

栃木県大田原市「大田原市気候変動適応計画ー第 0 版」 

栃木県大田原市では栃木県地球温暖化対策実行計画及び令和元年度栃木県気候変動影

響調査の調査結果を参照し、大田原市に関連する影響についてまとめています。以下の大

田原市の将来影響の記載は図左側の「栃木県の調査結果」から、大田原市に関連する予測

情報を抽出して整理しています。 

 

図 29 県の調査結果を用いた将来影響の予測の整理 

出典：大田原市気候変動適応計画第０版（令和３年、栃木県大田原市） 

栃木県気候変動対策推進計画（令和３年、栃木県） 

 

 

栃木県の調査結果（一部） 

大田原市の将来影響の記載（一部） 

市に該当する事例 

ステージ 1 

https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2021033000032/
https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/kikouhendoutaisakukeikaku.html
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情報整理シートの記入例 

 

表 22 STEP3_ステージ１（例:農業・林業・水産業分野） 

 【STEP２】 

これまでの気候変動影響の整理 

【STEP３】 

将来の気候変動影響の整理 

分野 大項目 項目 

2－1 2－2 

2－1 が将来どのような状

況になるのか整理 

これまでに生じてい

ると考えられる気

候変動影響を整理 

2－1 の原因となる 

気象現象を整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 

一等米比率の低下 

（出典：気候変動影

響評価報告書） 

気温の上昇 

（出典：気候変動影

響評価報告書） 

一等米の比率は、登熟期間

の気温が上昇することによ

り全国的に減少することが

予測されている。 

（出典：気候変動影響評価報

告書） 

 

 

 

  



【STEP3】将来の気候変動影響の整理 

58 

庁内の行政資料や計画を参照する。又は、庁内の関係部局及びその管轄下

にある試験研究機関に問い合わせて情報収集を行う。 

 

庁内の各部局が管理する行政資料や各種計画には、各分野の将来の影響に関連した内容が

含まれている場合があります。 

また、各部局の管轄下にある試験研究機関等では、区域の気候変動影響に関する詳細な将

来予測を行っている場合があり、区域の状況に応じた適応を推進する上で、有用な情報となり

ます。 

そこで、各種行政資料及び計画を参照するほか、関係部局に問い合わせることで情報を収

集します。 

参考となる行政資料や計画については「行政資料に関する参考情報」表 18 (p.52）をご参

照ください。 

  

ステージ 2 
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事例 地域の気候変動影響等の取りまとめ 

滋賀県「滋賀県の気候変動影響等とりまとめ」 

滋賀県気候変動適応センターは令和３年３月に改定した「滋賀県の気候変動影響等とりま

とめ」において、滋賀県で今後生じる可能性のある影響（現時点で気候変動との因果関係が

不明のものも含む）について「気候変動適応計画」、「気候変動の観測・予測及び影響評価統

合レポート２０１８」、「気候変動影響報告書」のみならず庁内照会結果及び県民や県内企業と

の意見交換結果を用いて整理しています。 

 

 

図 30 滋賀県における産業・経済活動に関する将来影響予測 
出典：滋賀県の気候変動影響等とりまとめ（令和３年、滋賀県気候変動適応センター） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/13573.html
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事例 北海道の研究機関の研究成果を活用した影響予測の整理 

北海道「北海道気候変動適応計画」 

北海道が令和２年３月に策定した「北海道気候変動適応計画」では「農業」に係る影響予測

について、北海道立総合研究機構農業研究本部中央試験場が平成２３年に取りまとめた「戦

略研究『地球温暖化と生産構造の変化に対応できる北海道農林業の構築―気候変動が道内

主要作物に及ぼす影響の予測―』成果集」において示されている内容等に沿って整理して

います。また、水稲の影響にあるように、食味の向上など、プラスの影響も同時にまとめら

れています。 

 
図 31 北海道における水稲と果樹と麦、大豆、飼料作物等に関する影響予測結果 

出典：北海道気候変動適応計画（令和２年、北海道） 

 

情報整理シートの記入例 

 

表 23 STEP3_ステージ 2（例:農業・林業・水産業分野） 

 【STEP２】 

これまでの気候変動影響の整理 

【STEP３】 

将来の気候変動影響の整理 

分野 大項目 項目 

2－１ 2－２ 

2－1 が将来どのような状

況になるのか整理 

これまでに生じてい

ると考えられる気候

変動影響を整理 

2－１の原因となる

気象現象を整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 

一等米比率の低下 

（出典：農業振興計

画） 

高温 

（出典：農業振興計

画） 

気候変動に伴う気温の上

昇により水稲の一等米比

率が低下する可能性があ

る 

（出典：農業振興計画） 

 

  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/9/7/3/2/5/5/_/%E3%80%90%E5%85%A8%E7%B7%A8%E3%80%91%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E9%81%A9%E5%BF%9C%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf
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大学や研究機関による将来の気候変動影響に関する研究論文等を収集す

る。 

 

特に区域内に拠点を置く大学や研究機関においては、区域を対象とした気候変動影響に関

する研究を実施している場合があります。 

例えば、論文検索サービス等を使って、区域の将来の気候変動影響に関する研究論文等を

収集することで、有用な情報を入手することができます。 

また、大学や研究機関へのヒアリングや問合せ等を通じて、気候変動とその影響に関する研

究の実施の有無、実施内容やその結果に関するより詳細な情報を入手できる可能性がありま

す。 

さらに、区域特有の気候変動影響について、大学や研究機関等と連携した調査・研究を行い、

その結果を活用することも考えられます。その場合、以下のような手順で、気候変動影響の将

来予測を実施することが考えられます。 

 

① 調査・研究の実施体制を構築する。 

区域特有の気候変動影響の将来予測には、高度な専門性を必要とします。また、影響予測を

実施したい分野や項目によって、実施可能な機関が異なります。そのため、大学や研究機関、

専門技術を有する民間企業等の情報を収集し、実施体制を構築します。 

 

②影響予測の実施計画を作成する。 

影響予測の対象となる分野や項目、予測の前提条件、アウトプットのイメージ等を検討し、計

画を作成します。 

予測の前提条件には、「利用する気候モデル」「排出シナリオ」（p.39 参照）「予測を行う時期」

などがあります。施策を立案するに当たって、どのような条件の予測情報が必要であるか、専

門家と検討を行って決定します。 

地域特有の気候変動影響の予測を行う際の前提条件の例を表 24 に示します。 

表 24 地域特有の気候変動影響予測における前提条件の例 
項目 例 

利用する気候モデル 日本で開発されたモデル（ＭＲＩ、ＭＩＲＯＣなど） 

排出シナリオ 
「ＲＣＰ2.6（パリ協定の 2 度目標の達成相当）」と「ＲＣＰ8.5（気温上昇が

最大となるシナリオ）」 

予測を行う時期 「21 世紀半ば」と「21 世紀末」 

アウトプットは、将来の気候変動影響マップや現在の状態と比較したグラフなどが考えられ

ますが、将来影響に対する適応策を検討しやすい形式とすることが望ましいと考えられます。 

 

③影響予測を実施し、結果を取りまとめる。 

大学や研究機関、民間企業等にて予測を実施し、提供された結果を取りまとめます。予測結

果は前提条件や気候モデルの特徴などによって異なるほか、不確実性を含んでいます。予測

結果の前提条件や解釈の仕方、活用の方法については、予測を実施した専門家の協力や助言

を得ることが望ましいと考えられます。 

ステージ 3 
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事例 研究論文を参照した将来影響の整理 

①徳島県「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」 

徳島県が令和３年３月に公表した「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」では、観光業

に関する将来影響予測についての研究論文を参照し、将来影響について記載しています。 

 
図 32 徳島県における観光業に関する影響予測結果 

出典：徳島県気候変動対策推進計画（適応編）（令和３年 3 月、徳島県） 

 ②福島県「福島県の気候変動と影響の予測」 

福島県は平成 27 年度に福島大学を研究代表として研究委託を行い、また、国立環境研

究所の協力を得て、福島県における気候変動影響の予測調査を実施しました。 

この県独自の気候予測・影響予測の結果を平成 28 年 3 月、「福島県の気候変動と影響

予測」として公表しました。これまで国の主導で行われてきた影響予測項目以外に、県の特

産物であるモモの予測を加えています。 

 

 

モモの栽培適地の予測 

結果 
 
気候的には山岳地域の高

所の低温不適地を除い

て、福島県のほとんどの地

域がモモの栽培適地にな

ると予測されている。 

図 33 福島県の影響予測結果一覧（上）とモモの栽培適地の予測結果（下） 

出典：福島県の気候変動と影響の予測（平成 28 年、福島県）一部編集 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/ondanka-eikyo-yosoku.html
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情報整理シートの記入例 

 
表 25 STEP3_ステージ 3（例:農業・林業・水産業分野） 

 【STEP２】 

これまでの気候変動影響の整理 

【STEP３】 

将来の気候変動影響の整理 

分野 大項目 項目 

2－１ 2－２ 

2－1 が将来どのような状況に

なるのか整理 

これまでに生じてい

ると考えられる気候

変動影響を整理 

2－１の原因とな

る気象現象を整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 

一等米比率の低下 

（出典：農業振興計

画） 

高温 

（出典：農業振興計

画） 

・高品質の水稲の割合が 21 世

紀中頃には気温の上昇によっ

て、現在よりも●～●％低下す

ると予測されている。 

（出典：●●（研究論文の情報）） 

 

参考情報 
STEP 3 で活用できる参考資料 
表 26 将来の気候変動影響、分野間の影響の連鎖に関する参考情報 

情報の種類 資料名等 内容 

紹介ページ・ 

資料番号 

（資料集） 

将来の影響 

気候変動影響評価報告書（総説・

詳細） 
各分野の全国的な影響の情報 

1-8 

1-9 

将来予測データ（将来予測 

WebGIS、将来予測 画像デー

タ）（A-PLAT） 

各研究成果に基づいて、全国及び都

道府県ごとに、分野別の気候変動影

響の将来予測情報を地図やグラフ

で表示 

p116 

～1１７ 

気候変動影響予測・評価のため

の簡易ツール（A-PLAT） 

「地域適応コンソーシアム事業」（平

成 29～31 年度）の成果に基づい

て、分野別の気候変動影響の将来予

測情報を地図やグラフで表示 

－ 

庁内コミュニケーションシート 

地域適応計画策定の担当者を対象

として、各分野の代表的な気候変動

影響と適応策の特徴を理解するた

めの資料 

ｐ.42  

インフォグラフィック 

（A-PLAT） 

７分野の代表的な項目の適応策に

ついて、「影響の要因⇒現在の状況

と将来予測⇒適応策」の関係性を示

し、適応策を体系的に整理したもの 

3-1 

地域気候変動適応計画マニュア

ル 資料集 

気候変動影響予測に関する様々な

報告書などの資料を紹介 
資料集 

気候変動影響評価報告書の引用

文献（A-PLAT） 

気候変動影響評価報告書（詳細）に

おいて引用されている各分野の文

献情報 

1-10 

分野間の影響 

気候変動影響評価報告書（総説）

p.41、60、68、86、96、

106、122 

７分野の気候変動影響の概略図（各

分野と関係が深い分野・項目が表示

されている） 

1-8 

気候変動影響評価報告書（総説） 

p.134～135 

気候変動影響評価報告書（詳細） 

p.460～461 

ある影響が分野を超えて他の影響

を誘発することによる影響の連鎖

や、異なる分野での影響が連続する

ことにより影響の甚大化をもたらす

事象について、例と共に解説 

1-8 

1-9 
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参考 将来影響予測がされていない（文献等が見付らない）場合の考え方 

将来予測が行われている気候変動影響の分野・項目は限られています。そのため、STEP

２で整理した影響に対し、将来の予測情報が見付らない場合も考えられます。そのような場

合であっても、影響の要因となる気候・気象が明らかであれば、以下の考え方を用いること

で、将来の影響を整理することができます。 

① STEP2 で整理した気候変動影響の原因となった気候・気象を確認 

② ①で確認した気候変動影響の原因となる気候・気象が、STEP１の「区域の気候・気象

（気温、降水等）の特徴の整理/更新」（p.35 参照）でどのように変化すると整理された

かを確認 

③ ①と②から、STEP２で整理した気候変動影響が将来どのように変化するかを整理 

 
なお、本方法によって将来の気候変動影響を整理する場合は、専門家による判断（エキス

パート・ジャッジ）を行うことが望ましいと考えられます。 
 

 

図 34 将来影響予測情報がない場合における将来影響の考え方の例（水稲） 

 

参考 将来新たに生じる可能性のある気候変動影響について 

これまでに、区域内で気候変動の影響が確認されていない分野においても、将来の気候

変動によって新たな影響が生じる可能性があります。その影響が区域にとって重大な被害

をもたらす可能性があるため、将来の気候変動影響に関してなるべく多くの情報を収集す

る必要があります。 

そのような場合の情報整理シートの記入例を以下に示します。 

表 27 これまで生じていないが、将来生じる可能性のある気候変動影響の記入例 
 

 【STEP２】 

これまでの気候変動影響の整理 

【STEP３】 

将来の気候変動影響の整理 

分野 大項目 項目 

2－１ 2－２ 

2－1 が将来どのような状況にな

るのか整理 

これまでに生じ

ていると考え

られる気候変

動影響を整理 

2－１の原因と

なる気候・気象

現象を整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 － － 

一等米の比率は、登熟期間の気温

が上昇することにより全国的に減

少することが予測されている。 

（出典：気候変動影響評価報告書） 

 

①STEP２で一等米比率
が高温により低下してい
ると整理されている。

②STEP１で整理された
域内の将来気温は上昇す
ると予測されている。

③将来は気温が上昇することから、
水稲の一等米比率は、現在以上に
低下すると考えられる。
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コラム 
気候変動影響の将来予測に含まれる不確実性と予測結果を活用する際の留

意点 

気候の将来予測（コラム「気候の将来予測とは」p.39）と同じように、気候変動影響の将

来予測にも「不確実性」が含まれます。将来予測結果において、不確実性をどのように考慮

しているか、また、予測結果を活用する際は、どのような点に留意すべきかを説明します。 

将来予測結果は、将来の平均的な状態を予測したものです。天気予報のように特定の日

の天気や気象条件を予測したものではないことに留意が必要です。 

 

＜気候変動影響の将来予測における不確実性の考慮（例）＞ 

気候変動影響の将来予測では、例えば以下のような方法で不確実性を考慮しています。 

 同じ排出シナリオ（RCP など）に基づいて、複数の気候モデルで予測を行い、予測に幅

を持たせることで、気候モデルの持つ不確実性を考慮する。 

 

図 35 複数の気候モデルの予測結果を使用して影響の将来予測を実施した例 

出典：気候変動の観測・予測データ 将来予測（A-PLAT） 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/map/Tokyo/index.html 

 

 複数の温室効果ガス排出シナリオに基づいた予測を行うことで、将来の緩和策の進み

具合や効果、CO2 排出量等についての不確実性を考慮する。 

 

<気候変動影響の将来予測結果を、施策等の検討に活用する際の留意点＞ 

 気候変動影響の将来予測を活用する際には、下記のような点に留意が必要です。 

 将来予測情報が作成された時期を確認し、時間が経っている場合は、より新しい予測

情報がないか調べる。 

 一つの排出シナリオだけでなく、複数のシナリオを参照して、将来の気候変動影響には

様々な可能性があることを理解した上で適応策を検討する。 

複数の気候モデルによる影響の予測結果の幅
（RCP8.5シナリオの場合）

https://adaptation-platform.nies.go.jp/map/Tokyo/index.html
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 将来予測に用いられている前提条件（温室効果ガス排出シナリオ、経済・社会条件等）、

予測結果の解像度、予測期間、予測の対象地域等を確認し、予測情報を活用する際に

は十分留意する。 

 気候変動影響だけでなく、地域の社会・経済・環境の変化（予測）も考慮して、総合的に

適応策を検討する。 

 

出典：気候変動への「適応」を考える～不確実な未来への備え～（令和 3 年、肱岡靖明、丸善出版）を参考

に作成 
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【STEP 4】 影響評価の実施 

各分野の気候変動影響の評価を実施し、地方公共団体において優先度の高い分野や

項目を特定します。 

 

気候変動の影響は幅広い分野に及びます。地方公共団体にとって、重大な影響を及ぼすと

考えられるものから優先的に着手することが、効率的かつ効果的な取組を進めることにつな

がります。 

ここでは、各分野の気候変動影響を評価し、地方公共団体にとって優先度の高い分野や項

目を特定します。例えば、主要産業への影響など社会経済的に大きな影響をもたらすものや、

人命に関わる影響、対策に要する時間が長期にわたる影響など、地域の状況に合わせて検討

します。 

 

 

 

国の気候変動影響評価報告書、都道府県の気候変動影響評価を活用す

る。 

 

区域の特徴や重要と考えられる気候変動影響について、庁内の関連部局

と検討を行い評価する。 

 

外部有識者で構成される審議会等において、専門家判断（エキスパート・

ジャッジ）による評価を行う。 

 

  

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 3 

3. 適応に関する基本的な考え方 ひな形編 
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国の気候変動影響評価報告書、都道府県の気候変動影響評価を活用する。 

 

「気候変動影響評価報告書（資料 1-8、1-9）」では、気候変動の影響について 7 分野８０項

目（p.44 参照）を対象に、それぞれ「重大性」「緊急性」「確信度」の３つの軸で評価を実施して

います。 

STEP２～３で整理した気候変動影響について、地方公共団体の地理的条件や社会経済状

況を考慮しながら、「気候変動影響評価報告書」の当該影響の評価結果を活用することで、地

方公共団体にとって優先度の高い分野や項目を特定することができます。 

また、市町村では、都道府県の地域適応計画に記載されている気候変動影響評価を活用す

ることが考えられます。 

  

ステージ 1 
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事例 都道府県の気候変動影響評価の活用 

① 宮城県仙台市「仙台市地球温暖化対策推進計画２０２１-２０３０」 

宮城県仙台市は令和３年３月に「仙台市地球温暖化対策推進計画２０２１-２０３０」を策

定・公表しており、この中で仙台市における影響評価に関する内容を盛り込んでいます。こ

の中では、気候変動影響評価報告書の各項目のうち、下記に当てはまるものを抽出してい

ます。 

 「重大性」「緊急性」「確信度」が「特に大きい」・「高い」であり、かつ仙台市に存在する

もの（例：「水稲」は含めるが「サンゴ」は除く。） 

 「確信度」が「中程度」など科学的不確実性があるものの、既に仙台市において影響が

確認されていて、「重大性」「緊急性」が「特に大きい」・「高い」とされているもの 

また、気候変動影響項目は、「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（平成３０年

１０月改定）で示されている、県の気候変動影響の整理結果も参考にしています。 

 

図 36 仙台市域に関わり得る気候変動影響と影響評価の概要 

出典：仙台市地球温暖化対策推進計画 2021-2030（令和 3 年、仙台市） 

http://www.city.sendai.jp/ondanka/kurashi/machi/kankyohozen/chosa/suishin/index.html
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 ②埼玉県さいたま市「第２次さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」 

埼玉県さいたま市では、「日本における気候変動による影響に関する評価報告書（平成２

７年３月）」と「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）（令和２年３月）」を参考にし、その上

で市への影響度を４段階に評価し、気候変動影響の整理を行っています。 

 

図 37 さいたま市における気候変動影響と影響評価の概要 

出典：第 2 次さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（令和 3 年、さいたま市） 
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情報整理シートの記入例 

 

まず、STEP２～３で整理した各気候変動影響に対して、「気候変動影響評価報告書」の評価

結果を記載します。その後、優先的に取り組む分野・項目を判断します。例えば、判断基準には

重大性や緊急性が「○」と評価された項目、あるいは STEP1 で整理した地域の特徴から重要

と考えられる項目が挙げられます。 

 

表 28 STEP4_ステージ１（例：農業・林業・水産業分野） 
 

【STEP２】 

これまでの気候変動影響 

の整理 

省
略 

【STEP４】 

影響評価の実施 

分野 
大 

項目 
 

項目 

2－１ 2－２ ４－１ ４－２ 

これまでに生

じていると考

えられる気候

変動影響を

整理 

2－１の原因

となる気象現

象を整理 

STEP3 につい

て、重要性・緊急

性・確信度を整理 

優先的に取り組む

とされた気候変

動影響を整理 

○：優先的に取り

組む 

－：見送り 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 

一等米比率

の低下 

（出典：気候

変動影響評

価報告書） 

高温 

（出典：気候

変動影響評

価報告書） 

重大性：○ 

緊急性：○ 

確信度：○ 

（実施方法：気候

変動影響評価報

告書を活用） 

○ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：－ 

緊急性：△ 

確信度：△ 

（実施方法：気候

変動影響評価報

告書を活用） 

－ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：○ 

緊急性：△ 

確信度：△ 

（実施方法：気候

変動影響評価報

告書を活用） 

○ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：○ 

緊急性：○ 

確信度：△ 

（実施方法：気候

変動影響評価報

告書を活用） 

○ 
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参考 気候変動影響評価報告書における評価手法について 

「気候変動影響評価報告書」では、科学的知見に基づく専門家判断（エキスパート・ジャッ

ジ）により、「重大性」「緊急性」「確信度」の３つの観点から評価が行われています。 

 

 重大性：影響の範囲（エリア、人口等）、対象（重要・希少な対象、社会的弱者、特定の地域

等）、持続時間・不可逆性、発生可能性、連鎖による波及効果の有無の 5 つの切

り口をもとに、「社会」、「経済」、「環境」の３つの観点で評価する。 

緊急性：「影響の発現時期」、「追加的な適応策への意思決定が必要な時期」の２

つの観点で評価する。 

 確信度：IPCC 第 6 次評価報告書の確信度の評価手法を参考とし、「知見の種類、量、

質、整合性」、「知見の見解の一致度」の 2 つの観点で評価する。研究・報告の量

そのものが IPCC における検討と比較して限られている場合があるため、定量

的な分析の研究・報告事例があるかどうかという点を主要な判断材料の一つと

している。 

 

また、影響評価結果については、以下の凡例により表記しています。 

 

 

図 38 影響評価結果の凡例 

 

詳細な「重大性」「緊急性」「確信度」の評価の考え方については「気候変動影響評価報告書

（総説）」（https://www.env.go.jp/content/000377713.pdf）の p.14～21 を参

照してください。 

 

  

緊急性
レベル3：
緊急性は特に高い

レベル2：
緊急性は高い

レベル1：
緊急性は高くない

確信度
レベル3 (***)：
確信度は特に高い

レベル2 (**)：
確信度は高い

レベル1 (*)：
確信度は高くない

重大性
レベル3：
特に重大な影響が認められる

レベル2：
重大な影響が認められる

レベル1：
影響が認められる
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区域の特徴や重要と考えられる気候変動影響について、庁内の関連部局と

検討を行い評価する。 

 

収集した気候変動影響には、地域特有の影響も多く含まれます。庁内関連部局への問合せ

や関係者との議論を通して評価することで、地方公共団体の地理的条件や社会経済状況など

を考慮した、より区域に即した影響評価を行うことが可能となります。 

庁内だけではなく、住民や企業などのステークホルダーとの対話やアンケート・ヒアリング等

を通じて、優先度の高い分野や項目を特定する方法も考えられます。 

優先度を検討する際の着眼点の例を表 29 に示します。国内外の気候変動影響に関する検

討手法には、科学的な知見が十分にない場合の評価や、影響の内容や発生時期等を表形式に

整理して優先度を検討し、影響の連鎖も踏まえて評価を行うことを目的としたものがあります。

資料集では、そのうちインタラクティブ・アプローチ、シナリオ・プランニング、気候リスク記録簿、

インパクトチェーンを紹介しています。 

 

 

表 29 気候変動影響の優先度を検討する際の着眼点の例 

着眼点 説明 

影響の重大性 気候変動が地域の社会、経済、環境に及ぼす影響について、下記の視点で

検討する。 

 影響の大きさの程度（影響が及ぶ範囲や期間）、気候変動下における影響

の大きさの変化 

 影響が発生する可能性 

 影響の不可逆性（元の状態に回復することの困難さ） 

 影響に対する曝露 3・脆弱性の規模 

影響の緊急性  影響の発現時期 

 差し迫った影響（既に生じている影響や今後 5 年未満に生じる影響）

と、中期（5～10 年）・長期（10 年以上）的な影響を区別する 

 適応の着手・重要な意思決定が必要な時期 

 適応に要する時間や適応の効果が表れる時期も検討し、手遅れになら

ないよう注意する 

地域住民等の関心度  地域の住民や事業者等の関心の高い影響を考慮する 

地方公共団体の政策・計

画・施策への影響 

 気候変動の影響が地方公共団体の政策、計画、施策へ与える影響の大き

さを考慮する 

 

  

 
3 曝露：影響を受ける可能性がある場所や環境に人々、生活、生物、生態系あるいは環境機能・サービス、資

源、インフラ、経済的・社会的・文化的資産が存在すること 

ステージ 2 
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事例 庁内担当課と連携した気候変動影響の総合評価 

①埼玉県「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）」 

埼玉県は令和２年３月に公表した「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）」の中で、独

自に影響評価を実施しています。 

埼玉県では、庁内で適応策専門部会を開催し、横串を通して関連部局間の連携体制を築

いています。この専門部会を庁内連携の要として、適応策や気候変動影響の考え方等の説

明を行うことで、連携の円滑化がなされています。気候変動影響評価の結果においては、

「気候変動影響評価報告書（環境省）」において示されている重大性・緊急性等の判断基準を

基に、関係部局が判断・評価しています。対象分野・項目を、気候変動影響評価報告書にお

いて「重大性」が「特に大きい」かつ「緊急性」が「高い」と評価されたもの又は県内で温暖化

の影響が表れているものとして、庁内担当課による短期的な影響・被害の発生程度（現在及

び可能であれば 1980 年代後半以降とそれ以前の状況とを比較したもの）及び長期的な影

響（21 世紀末までの影響）の総合評価を実施しています。 

影響評価は、各部局にワークシートを回付し作成しています。シートはＡ～Ｄの４枚で構成

しており、シートＡ・Ｂで短期・長期の影響評価、シートＣで既存施策の点検、シートＤで今後

の取組の方向性、先駆的な適応策の取組、検討課題等を入力してもらう構成となっていま

す。 

 
図 39 埼玉県による影響評価結果 

出典：埼玉県地球温暖化対策実行計画（第 2 期）（令和２年、埼玉県）を一部編集 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ontaikeikaku.html
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 ②北海道「北海道気候変動適応計画」 

北海道が令和２年３月に策定した「北海道気候変動適応計画」においては、気候変動影響

評価報告書を基に、地域特性等も踏まえて重点的に取り組む分野・項目を選定しています

（具体的には次のとおり）。 

① 国の評価において、「重大性が特に大きい」、「緊急性が高い」、「確信度が高い又は中程

度」の項目 

② ①以外で、地域の特性等を踏まえて優先的に取り組むことが必要と考えられる項目 

※ 大項目の「農業」については、北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場の成

果集において示されている影響予測の内容等を踏まえて判断。 

 

 

図 40 北海道が重点的に取り組む分野・項目 

出典：北海道気候変動適応計画（令和２年、北海道） 

 

  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/9/7/3/2/5/5/_/%E3%80%90%E5%85%A8%E7%B7%A8%E3%80%91%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E9%81%A9%E5%BF%9C%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf
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事例 インパクトチェーンを活用した気候変動影響の優先順位の検討 

福島県郡山市「郡山市気候変動対策総合戦略」 

福島県郡山市では、国立環境研究所の支援の下、庁内 20 課室を超える職員が参加する

グループワークで、影響連鎖図(インパクトチェーン)と呼ばれるフローチャートを作成してい

ます。このような図の作成を通じて、庁内関係部局の担当者とともに、リスクを引き起こす

原因を理解、体系化し、対応の優先順位を検討することができます。インパクトチェーンの作

成手順は資料集で紹介しています。 

 

 

図 41 インパクトチェーンの作成例（土砂災害） 

出典：郡山市気候変動対策総合戦略（令和３年、福島県郡山市） 

 

  

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/2453.html
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情報整理シートの記入例 

 

表 30 STEP4_ステージ 2（例:農業・林業・水産業分野） 
 

【STEP２】 

これまでの気候変動影響 

の整理 

省
略 

【STEP４】 

影響評価の実施 

分野 
大 

項目 
 

項目 

2－１ 2－２ ４－１ ４－２ 

これまでに生

じていると考

えられる気候

変動影響を

整理 

2－１の原因

となる気象現

象を整理 

STEP3 につい

て、重要性・緊急

性・確信度を整理 

優先的に取り組むとさ

れた気候変動影響を

整理 

○：優先的に取り組む 

－：見送り 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 

一等米比率

の低下 

（出典：農業

振興 

計画） 

高温 

（出典：農業

振興計画） 

重大性：○ 

緊急性：○ 

確信度：○ 

（実施方法：庁内で

実施） 

○ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：－ 

緊急性：△ 

確信度：△ 

（実施方法：庁内で

実施） 

－ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：○ 

緊急性：△ 

確信度：△ 

（実施方法：庁内で

実施） 

○ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：○ 

緊急性：○ 

確信度：△ 

（実施方法：庁内で

実施） 

○ 
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外部有識者で構成される審議会等において、専門家判断（エキスパート・ジ

ャッジ）による評価を行う。 

 

気候変動影響や適応に関する外部有識者で構成される審議会を立ち上げ、専門家判断（エ

キスパート・ジャッジ）による評価を実施する方法もあります。 

気候変動影響に関する研究結果や知見を正しく理解して優先度を判断するためには、高度

な専門性が必要となります。地域を対象とした研究活動を行っている各分野の専門家や気候

変動影響の専門家などの外部有識者に評価を委嘱することで、より地域に即した信頼性の高

い評価を行うことができます。 

 

情報整理シートの記入例 

 

表 31 STEP4_ステージ 3（例:農業・林業・水産業分野） 
 

【STEP２】 

これまでの気候変動影響 

の整理 

省
略 

【STEP４】 

影響評価の実施 

分野 
大 

項目 
 

項目 

2－１ 2－２ ４－１ ４－２ 

これまでに生

じていると考

えられる気候

変動影響を 

整理 

2－１の原因

となる気象現

象を整理 

STEP3 につい

て、重要性・緊急

性・確信度を整理 

優先的に取り組む

とされた気候変動

影響を整理 

○：優先的に取り

組む 

－：見送り 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 水稲 

一等米比率の

低下 

（出典：農業振

興 

計画） 

高温 

（出典：農業振

興計画） 

重大性：○ 

緊急性：○ 

確信度：○ 

（実施方法：専門家

判断） 

○ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：－ 

緊急性：△ 

確信度：△ 

（実施方法：専門家

判断） 

－ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：○ 

緊急性：△ 

確信度：△ 

（実施方法：専門家

判断） 

○ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ 

重大性：○ 

緊急性：○ 

確信度：△ 

（実施方法：専門家

判断） 

○ 

ステージ 3 
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【STEP 5】 既存施策の気候変動影響への対応力の整理 

地方公共団体において優先度の高い気候変動影響を対象に、それぞれに関連する既

存施策の情報を収集し、将来影響への施策の対応力を整理します。 

 

地方公共団体が実施している施策の中には、気候変動影響への適応に資するものもあると

考えられます。庁内の行政資料や計画を参照したり、庁内の関係部局に施策について問い合わ

せることで、STEP４で優先的に取り組むと判断された気候変動影響に関する既存の施策を

整理します。 

参考となる行政資料や計画は表 18（p.52)を参照してください。 

庁内から情報収集を行う際に、それぞれの施策に関連する基準値（●mm/h の降水量に対

応可能な設計等）や、進捗状況を確認するための測定指標や目標についても、併せて情報を収

集し整理します。 

 

適応策は、現在既に生じている影響に加え、予測されている将来の気候変動影響にも対応

する必要があります。そのため、既存施策が将来の気候変動影響に対して、十分な対応力を持

っているか、あるいは持っていないため追加的な適応策を検討する必要があるかなど、適応

策を検討するための方向性を整理することが重要です。 

対応力の検討は、図 42 に示すフローで実施することが考えられます。この図では、既存施

策の将来影響に対する対応に応じた施策検討・見直しの方向性の例を示しています。 

 

なお、一つの気候変動影響に対する既存施策が複数ある場合は、複数の施策を合わせて、影

響の将来の変化に対応できるかを総合的に判断します。 

 

 

図 42 STEP5 の実施フロー 

  
 

既
存
施
策
の
有
無 

あり 

なし 

• 将来の影響に対して、既存施策が十分に対応可能と

考えられるが、必要に応じて施策の見直し等を行う

場合など 

「既存の施策で十分対応可能」 

• 既存影響への対応としても効果が薄くなってきてお

り、早急な既存の施策の見直し等が必要と考えられ

る場合など 

「新規または追加的な施策が必要」 

• 短期（～5 年）の気候変化では、既存の施策で概ね対

応可能と考えられるが、中長期（5 年～）では、見直

し等が必要と考えられる場合など 

「新規または追加的な施策を今後検討」 

４.１.3 分野・項目別の主な基本施策 ひな形編 
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事例 既存施策の対応力の整理 

①埼玉県「地球温暖化対策（適応策）の方向性」 

埼玉県は、令和 2 年 3 月に「地球温暖化対策（適応策）の方向性」を公表しており、この中

で関連既存施策等の現状（C-2 列）を点検し、「○：速やかに着手・検討（取り組むこと、構築）

が必要」と「△：着手・検討（取組、構築）の加速化が必要」、「□：順調・対応済み」、「－：現状で

は評価できない」の 4 つの方向性を用いて整理し、記載しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 43 埼玉県における影響評価結果及び既存施策等の点検結果一覧 

出典：地球温暖化対策(適応策)の方向性（令和 2 年、埼玉県） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/tekiou.html
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 ②東京都千代田区「千代田区気候変動適応に関する検討（案）」 

東京都千代田区では令和 3 年 11 月に「千代田区気候変動適応計画 2021」を公表して

おり、その検討過程で既存施策の対応力の整理を実施しています。その際、独自の判断基準

を工夫し、既存施策の中から対応力の強化が必要と思われる分野を特定し、追加的施策と

して策定しています。同区では、熱中症と洪水・内水等に施策を追加しました。 

 

 

図 44 千代田区における既存施策の対応力の判断と、その結果一覧 

出典：千代田区気候変動適応に関する検討（案）（令和 2 年、東京都千代田区） 
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情報整理シートの記入例 

 

表 32 STEP5（例:農業・林業・水産業分野） 

 

【STEP２】 

これまでの気候変動影

響の整理 

【STEP３】 

将来の気候変

動影響の整理 

省
略 

【STEP５】 

既存施策の気候変動影響への対応力の整

理 

分野 

大 

項

目 
 

項

目 

2－１ 2－２ 

2－1が将来どの

ような状況にな

るのか整理 

５－１ ５－２ 

これまでに

生じている

と考えられ

る気候変

動影響を

整理 

2－１の原

因となる

気象現象

を整理 

・2－1 への既存施策や過

去の対処方法を整理 

・施策の立案の基準となっ

た数値があれば整理 

既存施策が

STEP3 へ十分

に対応力を有す

るのか整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農

業 

水

稲 

水稲にお

ける一等

米比率の

低下 

（出典：農

業振興計

画） 

高温 

（出典：農

業振興計

画） 

・気候変動に伴う

気温の上昇によ

り水稲の一等米

比率が低下する

可能性がある 

（出典：農業振興

計画） 

・高温対策栽培技術（移植

時期の変更や適切な水管

理）の普及 

【農林水産部、○○計画】 

 

・高温耐性品種の試験的導

入 

【農林水産部、○○計画】 

現状の施策で

は、十分な効果

が認められない

ため、新規または

追加的な施策が

必要 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

既存対策があり、

現時点で影響も

生じていないた

め、既存の施策

で十分対応可能 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

既存対策がある

が、中長期的な

可能性を考慮す

る必要があるた

め、新規または追

加的な施策を今

後検討 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ － － ・・・ － 

既存施策がない

ため、新規または

追加的な施策を

今後検討 
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参考 施策の設計基準等の数値の活用方法について 

STEP5 で情報を整理する際、施策の設計基準等、既存の施策を実施する際に基準とな

った数値（●mm/h の降水量に対応可能な設計等）が整理されている場合、以下の考え方

を用いることで、既存施策の将来影響への対応力の確認ができます。 

 

① STEP５で整理した既存施策の設計基準等の数値を確認します。 

 

② STEP１で整理した将来の気候・気象情報を確認します。 

 

③ 将来の気候・気象情報と既存施策の設計基準等の数値を比較し、既存施策が将来

的にも対応可能であるか判断します。 

 将来の気候・気象情報が既存施策の対応可能範囲を超える場合は、追加的な

適応策の検討が必要だと考えられます。 

 将来の気候・気象情報が対応可能範囲内である場合は、既存の施策で将来に

も対応可能だと考えられます。 

＜具体例（河川）＞ 

 

図 45 既存施策の対応力の確認事例（河川） 

 

  

将来気候に対する
対策・施策の評価

新規または追加的な
施策が必要

既存の施策で
十分対応可能

確認・判断項目 確認・判断の例

① 既存施策の設計値は：
または

50mm/h降水量に対応できる既存施策は：

50mm/h

ある・ない

② 将来の気候・気象情報によると50mm/h以上の降水が： 増加・維持・減少

③ 将来の気候・気象情報が、既存施策の対応範囲を： 超える・超えない

気候＞基準値

気候＜基準値
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参考 複数の部局が取り組む（分野横断的な取組）気候変動影響について 

一つの気候変動影響に対して、複数の部局がそれぞれ対策を行っている場合もあります。

このような取組を幅広く整理することで、現状の適応策の把握、そして部局間の連携による

気候変動影響へのレジリエンス（強靭性）を高めることにつながります。 

以下に、部局間の取組を整理している事例を示します。このようなマトリックスで整理す

ることで、それぞれの部局の取組が明確になり、部局間の役割分担や連携の方法、今後強化

すべき施策等について、議論を深めることができます。 

表 33 各部局における取組の整理例 

 

表 34 分野横断施策における情報整理シートの記載例 

 
【STEP２】 

これまでの気候変動影響 

の整理 

省
略 

【STEP５】 

既存施策の気候変動影響への対応力の整

理 

分野 

大

項

目 

項

目 

2－１ 2－２ ５－１ ５－２ 

これまでに生

じていると考

えられる気候

変動影響を整

理 

2－１の原因

となる気象現

象を整理 

・2－1 への既存施策や

過去の対処方法を整理 

・施策の立案の基準とな

った数値があれば整理 

既存施策が

STEP3 へ十分に

対応力を有するの

か整理 

自 然 災

害・沿岸

域 

河

川 

洪

水 

19XX～

20YY 年で、

●●全域にて

洪水被害が●

回発生 

大雨 

・浸水防止装置の設置 

【交通局、○○計画】 

・・・ 
・防災訓練の実施 

【総務局、○○計画】 
 

 

農林水産業 水資源 自然生態系 自然災害 健康

総務部

・災害リスクの評価、
評価結果の情報提供
・市町村との連携によ
る住民の防災意識啓発

県民生活部
・学校防災アドバイ
ザーによる指導・助言、
実践事例集の配布

・学校活動における熱
中症予防の普及啓発

環境部
・節水意識の向上のた
めの普及啓発

・多様な主体と連携し
て生物多様性保全・再
生の取組を推進
・特定外来生物に関す
る発見情報の収集及び
注意喚起の実施

農林水産部

・高温耐性品種や栽培
技術等の普及促進
・水稲品種の育成、果
樹の画期的新品種の開
発

・森林の水源かん養機
能の保全

・増大する自然災害・
生物被害から森林を守
るための技術開発

・漁港や漁港海岸にお
ける防波堤・防潮堤の
整備
・山地災害危険地マッ
プの公開による防災意
識の向上

県土整備部
・節水意識の向上のた
めの普及啓発
・雨水利用の普及啓発

・生態系に配慮した川
づくりの推進
・海岸侵食が進む砂浜
の回復など海岸環境の
保全

・土砂災害警戒区域・
特別警戒区域の指定
・海岸堤防などの整備

・
・
・

警察本部
・重要交差点等におけ
る信号機の非常用電源
の整備
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【STEP 6】 適応策の検討 

STEP５で「新規または追加的な施策が必要」とされた気候変動影響に対し、具体的

な適応策の情報を収集し、今後の対応を検討します。 

 

地域適応計画には、今後どのような適応策を実施していくかについての情報を記載します。

そのため、STEP５で整理した既存施策の対応力の方向性を基に、どのような適応策を実施し

ていくか検討します。 

 

 

図 46 STEP6 の実施フロー 

 

STEP４の気候変動影響の評価において、地方公共団体で優先度が高いと思われる分野や

項目などについて、情報やデータの不足により、適応策の検討等が困難となるケースも考えら

れます。そのような場合には、気候変動影響の把握を目的としたモニタリングを計画的に実施

することも考えられます。 

 

なお、STEP８では適応策の進捗状況を確認します。そのため、各適応策の進捗状況を把握

するための指標（実施率等）を設定することが望まれます。この段階で各適応策の指標につい

ても合わせて情報収集しておくとともに、各分野の施策情報を記載する際は、どの部局が担当

しているか明記することで、STEP８の適応策の進捗状況の確認がスムーズに実施できます。 

適応の取組は行政だけでなく、区域内のあらゆる主体にも求められます。そのため、計画を

策定する際には、住民や事業者など、区域内における適応策の主な取組主体の役割を記載す

ることも考えられます。 

 

「新規または追加的な施策が必要」となった場合は、可能な限り多くの適応策の候補（オプシ

ョン）を抽出し、検討することで、より適切で効率的な適応策を選ぶことが可能となります。収

集した適応策オプションの効果や実現の可能性を以下のような観点から検討し、施策の優先

STEP5 での検討結果 

既存の対策・施策を継続 

①適応策に関する情報の収集 

②適応策の効果や実施可能性の検討 

③適応策の決定 

気候変動影響を見つつ、対応を今後検討 ● 「新規または追加的な施策を今後検討」 

● 「新規または追加的な施策が必要」 

● 「既存の施策で十分対応可能」 

STEP6 での検討事項 
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度付けを行った上で、実施する適応策を決定します。適応オプションの抽出に当たっては、

「STEP 6 で活用できる参考資料一覧」（表 38）にある資料等を活用してください。 

①気候変動の影響分野と影響の深刻度に応じた適応策のレベル 

気候変動影響が深刻であればあるほど、その影響に対する適応策の重要性及び優先度が高

まる一方で、適応策で回避できる影響には限りがあるため、影響の大きさに応じて適応策を

慎重に検討する必要があります。表 35 は、気候変動の影響の深刻度に応じた適応策のレベ

ルを気候変動の影響分野ごとに整理したものです。 

例えば、豪雨などの気象災害に対して、人間の命を守るための適応策を実施する場合、中小

の水・土砂災害に対しては、堤防などによる「防御」策を講じることで影響を回避できる可能性

がありますが、ハードでは守れないレベルの災害となる場合は、ある程度の影響は避けられな

いものの、影響を軽減するための適応策を講じる必要があります。さらに想定外の大災害に対

しては、例えば、あらかじめ危険なエリアからの移転を行うことなど、根本的な改善が必要とな

ります。 

表 35 守る対象と影響の深刻度に応じた適応策のレベル 

  影響の深刻度に応じた適応策のレベル 

  防御 順応・影響最小化 転換・再構築 

守
る
対
象
｟
気
候
変
動
の
影
響
分
野
｠ 

人間の命を守る 

（豪雨、極端な感染

症対策等） 

中小の水・土砂災害 温暖化による災害外力

の上昇によりハードで

は守れなくなった災害 

複合災害（天然ダムの

崩壊やダム事故等）等

の想定外の大災害 

生活の質や産業を

守る 

（食料、熱中症、水質

対策等） 

対策により影響が避け

られる程度の気候変動 

影響が避けられない猛

暑等 

農業や生活の維持の困

難な状態の定常化 

倫理や文化を 

大事にする 

（生物多様性、伝統

文化、地域固有性の

保護・継承等） 

保護・継承ができる程

度の気候変動 

保護・継承が一部でで

きなくなる影響 

自然生態系や伝統文化

等の維持の困難な状態

の定常化 

出典：「気候変動適応策のデザイン」（S-8, RECCA) p.15 より作成 

 

②時間スケール 

気候変動は長期にわたって影響を及ぼすことから、適応策を検討する上では、それぞれの影

響に対して、いつどのような対応を講じるか検討することが大切です。 

表 36 では、影響が生じる時期と適応策の考え方がまとめられています。例えば、既に生じ

ている影響や短期的な影響は、影響が生じる可能性が高く不確実性が低いため、被害からの

回復や影響への準備を進めることが求められますが、中長期的な影響は、将来予測等の不確

実性が高いため、状況変化に応じた対応ができるよう計画的に進める必要があります。中長期

的な影響に適応するためには、適応策を実施するまでに要する期間を考慮して適切なタイミン

グで適応策を実施できるようにすることや、適応策の効果が継続する期間（適応策の限界）を

踏まえて、影響の程度に応じて適応策を選択・変更することも重要です。 
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表 36 影響が生じる時期とその特徴及び対応 

影響が生じる時期 特徴 対応 

既に生じている影響 

短期的な影響 

影響が生じる確率が高い

（不確実性が低い） 

 既に生じてしまった影響からの回復 

 現在発生している影響への対策 

 今後発生する影響への準備 

中長期的な影響 不確実性が高い  影響の将来予測結果を踏まえて、現時点から適

応策を講じる 

 状況変化に応じて、適応策の導入を計画する 

出典：「気候変動適応策のデザイン」（S-8, RECCA) p.16 より作成 

 

③適応策の優先付け 

適応策を実施する予算や人員は限られており、全ての適応策を同時に実施することが困難

となる場合があるため、実施可能で優先度の高いものから実施していく必要があります。適応

策の候補の中から優先度を検討する際の着眼点の例を表 37 に示します。 

表 37 適応策の候補の優先度を検討する際の着眼点の例 

項目 着眼点の例 

緊急性  緊急性の高い影響（既に生じている影響、短期的に生じる可能性の高い影響）

であるか 

 実施までに掛かる時間を考慮した場合、すぐに準備が必要となるか 

参考資料： 

 インフォグラフィック 

 適応オプション一覧（資料集） 

有効性  適応策の効果が見込めるか  

 将来起こり得る影響に十分対応できるか 

参考資料： 

 インフォグラフィック 

 適応オプション一覧（資料集） 

 地域適応計画に記載のある適応策一覧（p.114） 

経済的・技術的実施可

能性 

 導入及び維持のための予算や人材は確保できるか 

 利用可能な技術や知見があるか 

参考資料： 

 適応オプション一覧（資料集） 

 地域適応計画に記載のある適応策一覧（p.１１４） 等 

社会の受入可能性、 

公平性 

 地域の価値観に合っているか 

 適応策の効果や便益は多くの人々に行き渡るか（あるいは立場の弱い人々に

行き渡るか） 

※ステークホルダーとの対話等を通じて受入れ可能性を探ることなども有効で

す。 

実施による 

二次的な効果・影響 

 環境に負の影響を及ぼさないか 

 他の取組とのトレードオフはないか 

 副次的な効果はあるか 

参考資料： 

 適応オプション一覧（資料集） 

 

資料集では、適応策の特徴、効果の継続期間、費用等を検討・評価した上で、モニタリング結

果に基づいて適応策を選択する「アダプテーションパスウェイ」の手法を紹介しています。 

 

  

４.１.3 分野・項目別の主な基本施策 ひな形編 

5.3 各主体の役割 ひな形編 
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事例 適応策の方向性の提示 

① 埼玉県「地球温暖化対策（適応策）の方向性」 

埼玉県は、令和２年３月に公表した「地球温暖化対策（適応策）の方向性」の中で、関連既

存施策等の現状の点検結果（図 43 参照）に基づき、今後の取組の方向性を短期・中長期に

分けて記載しています。また、追加的に検討が必要な事項を「残された検討課題」として記

載をしています。 

 

 

図 47 埼玉県における適応策 

出典：地球温暖化対策（適応策）の方向性（令和２年３月、埼玉県） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/tekiou.html
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 ②徳島県「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」 

徳島県は令和３年３月に公表した「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」の中で、気候

変動影響に対する適応策の方向性と共に、適応策に関する数値目標（指標）を設定していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 48 徳島県における適応策の今後の方向性と主な指標 

出典：徳島県気候変動対策推進計画（適応編）（令和３年３月、徳島県） 

 

事例 地域に根ざした適応策の検討 

京都府「気候変動に適応した魅力的な京都をつくる！～京都府の気候変動適応施策～」 

京都府は令和３年３月に公表した「京都府地球温暖化対策推進計画」の中で「京都府らし

さを活かした適応の取組の推進」をすることとしています。例えば、漁獲量が増えている魚

種のブランド化や、だしパックとして開発・商品化する等の取組を進めています。 

 

図 49 京都府らしさを活かした適応の取組の推進例 

出典：気候変動に適応した魅力的な京都をつくる！～京都府の気候変動適応施策～（平成 29 年、京都府）

を一部修正 

増加するサワラ（サゴシ）を
新たな京都の名物に

●京都府のサワラ漁獲量の推移

●サゴシのだしパック

写真提供：福島鰹（株）

●ブランド化を進める京鰆

写真提供：京都府漁業協同組合

「農林水産省漁業・養殖業生産統計」から作成

漁
獲

量
（
ト
ン
）

（年）

海洋資源は、様々な要因によって大きく増減します。京都府では、近年、サワ
ラやサゴシ（小型のサワラ）の漁獲量が急激に増えてきましたが、地球温暖化に
よる海水温の上昇もこの要因のひとつではないかと考えられています。
京都府漁業協同組合では、増加するサワラを京都の新たな名物にしようと、特

に脂ののった冬のサワラを「京鰆」という名称で売り出しています。サワラは身の
柔らかな魚なので、取り扱いに細心の注意が必要です。「京鰆」の名を冠するサ
ワラは、漁獲後すぐに氷をうち、身割れしないように丁寧に取り扱い、刺身などで
提供できる高鮮度なものです。また、3kg以上のもので一定の基準を満たしたも
のは「特選 京鰆」と名付けられ、さらに高値で取引されています。
一方、サゴシは小型で脂も少なく、サワラのような食べ方は向きません。そこで、

地元の煮干し加工会社や、鰹節メーカーである福島鰹株式会社と連携し、サゴ
シの煮干しを原料とするだしパック「京さわらの旨味だし」を開発・商品化しました。
サワラ煮干しは甘みが強く、地元の道の駅や百貨店等で人気商品となっていま
す。
これからも、海を取り巻く環境変化を捉えながら、京都の水産物の魅力づくりに

取り組んでいきますので、みなさんもぜひ召し上がってください。きっと、京都の
新たな魅力に気づいていただけますし、「フードマイレージ」の削減にもつながり
ます。

京都府のサワラ漁獲量の推移
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事例 施策と関連する SDGｓのゴールの表示 

福島県郡山市「郡山市気候変動対策総合戦略アクションプラン」 

福島県郡山市は令和３年１２月に公表した「郡山市気候変動対策総合戦略」の毎年のアク

ションプランの中で、各事業に対して関連する SDGｓのゴールを対応させて整理していま

す。 

 

図 50 各事業と SDGｓのゴールの例 

出典：郡山市気候変動対策総合戦略アクションプラン２０２１（令和３年、福島県郡山市） 

 

参考情報 適応策に関する情報の収集に活用できる参考資料 

適応策に関する情報や事例を収集する際は、「気候変動適応計画」や A-PLAT 上の様々

なコンテンツが活用できます。 

各分野の適応策の概要や種類についての情報を入手する際は、表 38に示す以下のペー

ジが参考になります。庁内コミュニケーションシート（p.４２）では、分野別の主要な小項目に

ついて、影響の概要や適応策の例などを掲載しています。インフォグラフィック（資料 3-1）

では、上記のうち一部の項目に関して、適応策の例を分類して紹介するとともに、それぞれ

の適応策の分類について、方法やコスト、対策に掛かる所要時間を紹介しています。適応オ

プション一覧では、各分野の適応策について、適応策の選択肢（適応オプション）の中から適

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/2453.html
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応策を検討する際に参考となる、有効性、トレードオフ、コベネフィット、効果の限界条件、実

際の導入地域、効果発現までの時間を整理しています。（使い方は資料集を参照。） 

適応策に関する事例として、国の気候変動適応計画に示された適応策や、近隣の都道府

県・市町村を含む他の地方公共団体の適応策の事例を参考にすることも考えられます。地

域適応計画に記載のある適応策一覧（p.114）や取組事例のインタビュー（p.114）では、適

応策の検討背景や苦労した点、工夫点などを含めた内容が確認できます。 

 

A-PLAT 上の各コンテンツに関する詳細な説明は、本マニュアル p.１１0～１１９を参照し

てください。また、その他にも適応策の事例を示す各省庁の適応計画や報告書等がありま

す。本マニュアル資料集を参照してください。 

 

表 38 STEP 6 で活用できる参考資料一覧 

参考資料の種類 作成者 資料名等 紹介ページ 

資料番号（資料集） 

各分野の適応策

の概要や種類 

A-PLAT 庁内コミュニケーションシート p.42  

A-PLAT インフォグラフィック 3-1 

環境省 気候変動影響評価報告書（詳細） 1-9 

環境省 適応オプション一覧 資料集 

自治体の適応策

の事例 

A-PLAT 
地域適応計画に記載のある適応策一

覧 
p.11４ 

A-PLAT 取り組み事例インタビュー（適応策） p.１１４ 

国の気候変動適

応計画における

適応策 

閣議決定 気候変動適応計画 2-1 

A-PLAT 
国の適応計画一覧から抽出した適応

策一覧 
2-1 

各省庁の適応計

画など 

農林水産省 農林水産省気候変動適応計画 2-3 

国土交通省 国土交通省気候変動適応計画 2-4 

各分野の適応策

検討のための手

引き・マニュアル 

農林水産省 

農業生産における気候変動適応ガイ

ド（水稲編、うんしゅうみかん編、ぶど

う編、りんご編） 

3-2 

水産庁 
気候変動に対応した漁場整備方策に

関するガイドライン 
3-4 

環境省 
気候変動による湖沼の水環境への影

響評価・適応策検討に係る手引き 
3-5 

環境省 
国立公園等の保護区における気候変

動への適応策検討の手引き 
3-6 

環境省 
生態系を活用した気候変動適応策

（EbA）計画と実施の手引き 
3-7 

環境省 
生物多様性分野における気候変動へ

の適応 
3-8 

環境省 熱中症環境保健マニュアル 3-18 

環境省 
民間企業の気候変動適応ガイドー気

候リスクに備え、勝ち残るために― 
3-25 

環境省 

地方公共団体における廃棄物・リサイ

クル分野の気候変動適応策ガイドライ

ン 

3-26 

環境省 
まちなかの暑さ対策ガイドライン 改

訂版 
3-28 
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情報整理シートの記入例 

 

表 39 STEP6（例:農業・林業・水産業分野） 

 

【STEP２】 

これまでの気候変動影

響の整理 

省
略 

【STEP５】 

既存施策の気候変動影響への対応力の

整理 

【STEP６】 

適応策の検討 

分野 

大 

項

目 

 

項

目 

2－１ 2－２ ５－１ ５－２ 

既存施策の対応力

の確認における情

報から、適応策の

方向性を整理 

これまでに

生じている

と考えられ

る気候変動

影響を整理 

2－１の原

因となる気

象現象を整

理 

・2－1 への既存施策や

過去の対処方法を整理 

・施策の立案の基準とな

った数値があれば整理 

既存施策が

STEP3 へ十分

に対応力を有す

るのか整理 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農

業 

水

稲 

水稲におけ

る一等米比

率の低下 

（出典：農業

振興計画） 

高温 

（出典：農業

振興計画） 

・高温対策栽培技術（移植

時期の変更や適切な水

管理）の普及 

【農林水産部、○○計画】 

 

・高温耐性品種の試験的

導入 

【農林水産部、○○計画】 

現状の施策で

は、十分な効果

が認められない

ため、新規または

追加的な施策が

必要 

今後、下記の適応

策に取り組んでい

く。 

・高温耐性品種の

開発 

（指標：高温耐性品

種の開発数） 

・将来予測研究の

促進 

（指標：●年までに

区域内の品質と気

候・気象要因の分

析終了） 

・・・ 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

既存対策があり、

現時点で影響も

生じていないた

め、既存の施策

で十分対応可能 

今後も既存施策を

継続していく。 

（指標：○○） 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

既存対策がある

が、中長期的な

可能性を考慮す

る必要があるた

め、新規または追

加的な施策を今

後検討する 

影響を見つつ、新

規または追加的な

施策を今後検討 

農業・ 

林業・ 

水産業 

・・ ・・ － － － 

既存施策がない

ため、新規または

追加的な施策を

今後検討 

影響を見つつ、新

規または追加的な

施策を今後検討 
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参考 不確実性を含む将来影響に対して適応策を検討する際の考え方 

中長期的な将来影響の予測には不確実性があります。社会経済も変化していくため、現

段階で対策を特定することが難しい場合があります。このような中で適応策を検討する際

の考え方を示します。 

①順応的管理 

気候変動影響の将来予測やモニタリング結果など、最新の科学的知見を収集し、気候変

動影響評価を定期的に実施し、その結果を踏まえて、柔軟に、できるだけ手戻りがないよう

に適応策を検討・実施します。その際、人口減少、高齢化等の社会環境の変化についても、

最新の予測等を考慮して検討することで、より現実的な適応策を検討することが可能とな

ります。 

②手戻りの少ない適応策の考え方（例） 

長期間にわたり使用される施設等に関しては、気候変動の影響を受けた場合の対応につ

いても検討しておくことが重要です。例えば、水害対策においては、気候変動の影響による

降雨量の増加や台風の強大化等に備え、安易かつ安価に改造することが可能な設計の工夫

をあらかじめ行っておく、あるいは気候変動の影響が明確になった段階で改築する等につ

いてあらかじめ方針を定めておくことが望ましいとしています。 

 
図 51 新木津川水門の設計の考え方（大阪府） 

出典：大阪の三大防潮水門更新事業～気候変動への対応～（第 25 回海岸シンポジウム資料） 

③多様な効用を有する取組を検討する 

発生する頻度は低いものの、一たび発生すると大きな被害をもたらす災害への対策の考

え方として、「後悔しない政策」があります。災害時には減災効果があり、非災害時にも社会

的効用があるというように、多様な効用を有する対策を指します。例えば、高潮・津波対策と

して、防潮堤・防波堤等ににぎわい空間を創出することで平常時における多様な効用を付与

します。 
出典：「気候変動適応策のデザイン」（S-8, RECCA）、「気候変動への『適応』を考える」（肱岡）、「気候変動

を踏まえた水害対策のあり方について 答申」（2020 年、社会資本整備審議会）、「低頻度メガリスク

型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究」（国土交通省 国土技術政策総

合研究所）より作成 
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【STEP 7】 適応策の取りまとめと地域気候変動適応計画の

策定 

STEP１～STEP６で整理した情報を取りまとめ、地域適応計画を策定します。 

 

ここまでの STEP で地域の特徴や気候変動影響、その適応策に関する情報が収集されてい

るため、これらの情報を取りまとめることで地域適応計画を策定することができます。 

気候変動の影響予測は研究の進展とともに更新され、地域の社会・経済等の状況も常に変

化するため、地域適応計画は、最新の情報を用いて定期的に影響評価を実施し、適応策を見直

すことが重要です。 

今回の計画策定/変更では十分に検討できなかった内容について、次期計画以降に段階的

に充実・強化していくことも考えられます。今回の計画策定/変更で検討した内容や課題を振り

返り、次期計画の担当者に引き継ぎ、計画の充実に活用していくことが重要です。 

 

表 40  計画策定/変更で検討した内容・課題のチェックリスト 

チェック項目 実施内容、課題など 

１．推進体制の構築 

□ 計画策定/変更に当たって、庁内で適応策を検

討する会議体を設置するなど、連携体制を構

築できたか。 

 

□ 庁内外の研究機関・団体、ステークホルダー等

と連携して情報収集や適応策の検討を行うこ

とができたか。 

 

２．策定/変更に向けた準備（STEP1） 

□ 計画策定/変更の作業工程について、当初計画

したスケジュールに沿って進めることができた

か。 

 

□ 地域の気象・気候の特徴を十分整理できたか。  

３．これまでの/将来の気候変動影響の整理（STEP2～STEP3） 

□ 最新の科学的知見を用いて地域の気候変動影

響を整理できたか。 

 

□ 地域の気候変動影響に関連する情報を収集で

きたか。 

→どのような情報を収集できたか記録しておき

ましょう。 

・庁内の行政資料や計画 

・地域の住民、事業者等の意見 

・研究論文 等 
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４．影響評価の実施 （STEP4） 

□ これまでの/将来の気候変動影響の整理結果に

基づいて影響評価を行うことができたか。 

 

□ 庁内関連部局や関係者と共に影響評価を実施

できたか。 

→影響評価を共に実施した関係者を記録してお

きましょう。 

・庁内関連部局 

・有識者（エキスパート・ジャッジ） 等 

 

□ 収集した気候変動影響の情報だけでなく、現在

や将来の地域の状況（地理・社会・経済等）も踏

まえて影響評価を実施できたか。 

 

５．既存施策の気候変動影響への対応力の整理、適応策の検討 （STEP5～STEP6） 

□ 影響評価の結果、重要な気候変動影響である

と特定された影響について、既存施策を収集

し、気候変動影響への対応力を整理できたか。 

 

□ 新規または追加的な施策が必要と判断された

気候変動影響に対して、複数の適応オプション

（適応策の候補）を検討し、優先度を評価でき

たか。 

 

６．地域気候変動適応計画の進捗状況の確認 STEP8 

□ 適応策の進捗状況を確認し、必要に応じて指

標・目標を見直すための体制を構築できたか。 

 

 

参考情報 気候変動によるものか明確でない影響の扱い方 

地域適応計画においては、区域における優先度の高い影響を掲載することが考えられま

すが、その影響が複合的な要因によるものであるため、気候変動によるものか明確ではな

く、地域適応計画に記載するか判断が難しい場合もあると考えられます。そのような影響

は、気候変動との関係が明確でない旨を示した上で、地域適応計画に記載し、計画の変更に

合わせて情報を更新する方法が考えられます。 
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事例 気候変動の影響が明らかでない場合の記載 

栃木県「栃木県気候変動対策推進計画」 

栃木県は、令和３年に策定した「栃木県気候変動対策推進計画」で栃木県内において現時

点で見られる気候変動による影響を整理しています。 

この際、気候変動に関する影響であるか明らかになっていない旨を示し、影響の可能性

について記載しています。 

 
図 52 「栃木県気候変動対策推進計画」における記載例 

出典：栃木県気候変動対策推進計画（令和３年、栃木県） 

 

コラム 英国気候影響プログラム、ISO 規格の実施準備や実施計画の考え方 

英国気候影響プログラム（UKCIP）や国際規格（地方自治体とコミュニティのための適応

計画策定ガイダンス規格、 ISO14092）において、実施準備や実施計画のステップで記載

されている重要な考え方を紹介します。 

 

＜地域適応計画の普及等＞ 

地域適応計画の実施準備において、周辺の地方公共団体、事業者、地域住民に対して適

応計画を普及することや、適応計画への理解を得ることが記載されています。 

策定した地域適応計画を周辺の地方公共団体や事業者に共有する、パブリックコメントを

実施するなどが考えられます。 

＜実施計画策定時に検討する内容＞ 

 関係者の役割と責任 

 適応策の実施方法（人材、予算、設備等のインプット、想定される結果を含む） 

 機会に関する適応策を実現するための環境の整備 

 実施段階での経験を踏まえて実施計画を更新するためのプロセス 

 利害関係者との対話 

 目標 

 適応策の実施に伴うリスク・機会の評価、対処方法 

地域適応計画においても、これらの内容について可能な範囲で記載することが考えら

れます。 

 
出典：英国気候影響プログラム（UKCIP）、地方自治体とコミュニティのための適応計画策定ガイダンス規

格（ISO14092）より作成 

 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/kikouhendoutaisakukeikaku.html
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【STEP 8】 地域気候変動適応計画の進捗状況の確認 

地域適応計画に記載した適応策について、進捗状況の確認を行います。 

 

地域適応計画にて定めた適応策の実施状況の進捗確認を定期的に行うことで、より適切に

気候変動影響に対処することができます。 

地域適応計画を、地方公共団体実行計画などの計画に組み込んでいる場合は、その計画の

枠組みで実施することが考えられます。 

進捗確認や評価のタイミングについては、毎年度あるいは２年に１度、計画期間の終了時（改

定時）など、地域の実情に合わせて設定してください。 

 

1 章の「地域適応計画とは」（p.4）にあるように、気候変動適応の取組においては、定期的に

その時点の最新の科学的知見を収集して気候変動影響評価を行い、それに基づいて地域適応

計画を見直すことが重要です。地域適応計画の見直しの際に適応策の変更・修正を行う、ある

いは重要な気候変動影響が新たに見つかった場合には、進捗確認を行う適応策や指標・目標

を見直すことが重要になります。 

 

 

 

地域適応計画に記載した適応策の進捗状況を確認するために、その方法を「指標の設定」、

「目標の設定」、「評価」の３つの観点で検討することが考えられます。それぞれの観点につい

て、代表的な手法を図 53 に示します。 

STEP５及び６で地域適応計画に記載した適応策を担当する部局と連携しながら検討を行

うことが重要です。特に指標や目標については、各適応策に関係する計画で定められているこ

とが多くあります。また、温暖化対策計画などの既存の計画に地域適応計画を組み込む場合

などは、既に評価方法が定められていることもあります。その場合は、既にある指標や目標、評

価方法を活用することで、効率良く進めることができます。 

なお、「指標の設定」、「目標の設定」、「評価」は必ずしもすべて行う必要はなく、また、「指標

の設定」、「目標の設定」、「評価」のステージのうち、何を選択するか、どのステージを組み合わ

せるかについては、も各地方公共団体の状況に合わせて決めていただくことが可能です。 

  

5.2 進捗管理 ひな形編 
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ステージ１ 
適応策の進捗状況や課題、次年度以降

の対応等を取りまとめる。 

ステージ２ 庁内で自己評価を行う。 

ステージ３ 
審議会等を通じて外部有識者による評

価を行う。 

図 53 STEP8 の検討事項 

 

 指標の設定 

地域適応計画に記載した適応策の進捗状況を確認するための指標を検討します。 

指標を設定することで、適応策の進捗状況を適切に把握することが可能となります。指標に

は大きく「アウトプット指標」と「アウトカム指標」があります。「アウトプット指標」は、個々の施策

の進捗状況を把握する指標であり、現在では多くの地方公共団体がアウトプット指標を採用し

ています。一方、「アウトカム指標」は施策の効果を測る指標で、適応策においては、その測定手

法が確立していないことや、効果の評価に長い期間を要する取組があることなどから、設定が

難しいケースもありますので、各適応策の状況や地域適応計画の目的等に照らして、どのよう

な指標を設定するか判断することが重要です。 

 

・アウトプット指標： 個々の施策の進捗状況を把握する指標           

・アウトカム指標 ： 適応能力がどの程度向上したかや適応策の有効性といった、施策の効

果を測る指標 

 

ステージ１ 
指標は設定せず、施策の定性的な進捗

状況を個票などに整理する。 

適応策を見直すための条件・タイミング

等を定める。 

ステージ２ 
施策の進捗状況を確認するアウトプット

指標を設定する。 

定性的な目標（増加/減少、維持など）を

設定する。 

ステージ３ 
施策の効果を測るアウトカム指標を設定

する。 
定量的な目標を設定する。 

指標 目標 

評価 
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指標は設定せず、施策の定性的な進捗状況を個票などに整理する。 

 
施策の進捗状況を確認するアウトプット指標を設定する。 

 
施策の効果を測るアウトカム指標を設定する。 

 

 

指標は設定せず、施策の定性的な進捗状況を個票などに整理する。 

指標は設定せず、地域適応計画にて定めた適応策の進捗状況を定性的に確認します。例え

ば、下記のような方法が考えられます。 

・施策を担当する関係部局に個票を作成してもらい、情報をまとめる 

事例 個票による施策の実施状況の整理 

苫小牧市「苫小牧市第 4 次環境基本計画～第１期ゼロカーボン推進計画～」 

苫小牧市は、令和 5 年 3 月に公表した「苫小牧市第 4 次環境基本計画～第 1 期ゼロカー

ボン推進計画～」において内部運用に「実施計画」を別途策定し、個別事業を一覧化した上

で毎年度、実績・進捗管理を実施しています。 

 

図 54 苫小牧市における施策の実績・進捗管理１ 

出典：「令和６年度第 1 回苫小牧市環境審議会 苫小牧市第 4 次環境基本計画～第 1 期ゼロカーボン推進

計画～進捗状況について」資料 4-2 

 

  

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 3 

ステージ 1 

 

 

指標 

指標 

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyohozen/suishin/shingikai.html
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyohozen/suishin/shingikai.html
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事例 調査票による施策の実施状況の調査 

収集した情報をもとに作成 

毎年度、関連部局が「進捗評価シート」に取組ごとの年度実績などを記入し、主幹部局で

取りまとめの上、計画の進捗状況を把握する手法があります。 

 

図 55 進捗評価のための調査票の例 

出典：収集した情報をもとに作成 

 

 

施策の進捗状況を確認するアウトプット指標を設定する。 

地域適応計画にて定めた適応策の進捗状況をアウトプット指標により定量的に確認します。

地方公共団体で設定されているアウトプット指標の例を表 41 に示します。 

表 41  アウトプット指標の例 

分野 指標の例(単位) 

農業・林業・水産業  気候変動に適応した品種の育成及び生産技術の新規開発件数（件） 

自然災害・沿岸域  近年の洪水災害に対応した河川改修事業の完了河川数（累計）（河川） 

健康  高齢者の熱中症予防訪問件数（件） 

 

事例 アウトプット指標の設定 

横浜市「横浜市地球温暖化対策実行計画」 

横浜市は、令和 5 年 1 月に公表した「横浜市地球温暖化対策実行計画」の中で、本計画の

各対策の進捗状況を確認し、毎年度、報告書を取りまとめて公表するとともに、市会への報

告や、環境創造審議会への報告を行うとしています。 

 

図 56 横浜市における適応策のアウトプット指標 

出典：横浜市地球温暖化対策実行計画(令和 5 年 1 月公表) 

 

ステージ 2 

指標 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/jikkou/keikaku/plan.files/0056_20230125.pdf


 

101 

施策の効果を測るアウトカム指標を設定する。 

地域適応計画にて定めた適応策の進捗状況をアウトカム指標により定量的に確認します。地

方公共団体で設定されているアウトカム指標の例を表 42 に示します。 

 

表 42  アウトカム指標の例 

分野 指標の例(単位) 

農業・林業・水産業  気温上昇に適応できる農作物栽培農家数の割合（％） 

自然災害・沿岸域  浸水被害箇所数（箇所） 

健康  熱中症救急搬送者数 （人/年） 

 

事例 アウトカム指標の設定 

千代田区「千代田区気候変動適応計画 2021」 

千代田区は、令和 3 年 11 月に策定した「千代田区気候変動適応計画 2021」において、

適応策の実施状況を把握するための指標（アウトプット指標）と対策の有効性を検証するた

めの指標（アウトカム指標）を設定しています。毎年度、アウトプット指標により区の取組の進

捗状況を確認するほか、３～5 年に一度、効果の検証としてアウトカム指標を含めた評価を

行います。 

 
図 57 千代田区における進捗確認の記載例 

出典：千代田区気候変動適応計画 2021（令和 3 年、千代田区） 

 

  

ステージ 3 

指標 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/ondanka/kikohendotekiokeikaku2021.html
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参考 地方公共団体の気候変動適応計画などにおける指標 

 地方公共団体の地域適応計画における進捗管理指標の事例をまとめたファイルが A-

PLAT 上で公開されています（p.114 参照）。指標は分野ごとに整理され、指標項目と現状

値、目標値が自治体名と共に掲載されています。 

 
図 58 分野別進捗管理指標の事例（一部） 

出典：地域適応計画に記載されている進捗管理指標一覧 （令和 7 年、A-PLAT） 

 

地方公共団体が適応に関する事業を実施するにあたって、その資金を調達するためにグ

リーンボンドを発行するケースが少しずつ増えています。グリーンボンドでは、投資家に対し

て調達資金の使途を明確にすることを目的として、事業の進捗状況を把握する指標を設定

し、各事業の達成状況を報告することが求められることから、グリーンボンドを適応策に活

用している自治体のレポートなどに記載された指標も参考となります。 

 

 
図 59 分野別進捗管理指標の事例（一部） 

出典：仙台市グリーンボンド（令和 5 年度発行）インパクトレポート・ブック（仙台市-ホームページ） 

 

 目標の設定 

より確実に進捗状況を把握するため、目標の設定を検討します。 

適応策の進捗状況を確認するための各指標について、目標値を定めることで、より確実に

進捗を把握することができます。また、順調に進捗していない適応策について、原因の解明、

適応策の内容・進め方の見直しにもつながります。一方、具体的な目標の設定が困難な場合は、

適応策を見直す条件やタイミング等を定める方法も考えられます。 

https://www.city.sendai.jp/shikin/shise/zaise/zaimu/zaise/sendaishi/documents/r5gb_report.pdf
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適応策を見直すための条件・タイミング等を定める。 

 
定性的な目標（増加/減少、維持など）を設定する。 

 
定量的な目標を設定する。 

 

 

適応策を見直すための条件・タイミング等を定める。 

施策の進捗状況や気候変動影響に関する情報や指標等を参考に、一定の条件を満たした場

合や、決められたタイミングで適応策を見直すことが考えられます。目標の設定が困難なケー

スや、長期間の対応が想定される場合などに、気候変動影響に関する情報の多寡や適応策の

特性、計画改定のタイミングなどを考慮して検討することで、必要な適応策を適切な時期に実

施することにつながります。 

 

事例 モニタリング指標による経過観察 

沖縄県「沖縄県気候変動適応計画」 

沖縄県は、令和 3 年 3 月に公表した「沖縄県気候変動適応計画」の中で、施策の効果の発

現が中長期的であるとしたことを踏まえ、継続的に入手可能なデータをモニタリング指標と

して経年変化の観測を行っています。沖縄県気候変動適応計画の中間見直し(５年)や計画

改定時(10 年)及び気候変動適応センターにおいて情報収集を行う中で気候変動による影

響が顕著な事例が生じた場合など、必要に応じて沖縄県気候変動適応計画協議会を開催

し、評価することとしています。 

 

図 60 沖縄県における適応策のモニタリング指標 

出典： 第 2 次沖縄県地球温暖化対策実行計画（沖縄県気候変動適応計画）進捗管理報告書 

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 3 

ステージ 1 

目標 

目標 

https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/523/r5_sintyokukanri_houkoku.pdf
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定性的な目標（増加/減少、維持など）を設定する。 

地域適応計画にて定めた適応策について、定性的な目標を設定します。例えば、設定した指

標に対して増加/減少や維持などの方向性を示すといった方法が考えられます。 

 

表 43 定性的な目標の例 

分野 目標の例（目標の方向性） 

農業・林業・水産業  森林整備面積（増加） 

自然災害・沿岸域  自主防災組織の数（増加） 

健康  クーリングシェルターの指定状況（増加） 

 

事例 定性的な目標の設定 

須賀川市「須賀川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」 

 須賀川市は、令和 4 年 3 月に公表した「須賀川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

の中で、進捗管理指標を設定し、現状値をベースに目標を増加/減少など定性的に方向性を

定める形で設定しています。 

 

 
図 61 須賀川市における進捗管理指標 

出典：須賀川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 

 

定量的な目標を設定する。 

適応策の進捗状況を確認するための定量的な指標について、目標値を設定します。定量的

な目標値を定めることで、目指すべき方向性が明確となり、より確実に進捗を把握することが

できます。 

表 44 定量的な目標の例 

分野 目標の例（目標値） 

農業・林業・水産業  地球温暖化等の生産環境の変化に対応する農業・水産技術の開発（15 技術） 

自然災害・沿岸域  田んぼダムの面積（6,500ha） 

健康  熱中症救急搬送者数 （50 人/年） 

 

ステージ 2 

ステージ 3 

目標 

目標 

https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/858/kuikisesaku.pdf
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事例 目標値の設定 

茅ヶ崎市「茅ヶ崎市環境基本計画」 

茅ヶ崎市は、令和 3 年 4 月に公表した「茅ヶ崎市環境基本計画」の中で、具体的な取り組

み内容を「施策」として表現し、施策の進捗度合いを測るため、各施策には「施策指標」を設

定しています。 

 
図 62 茅ヶ崎市における進行管理指標 

出典： 茅ヶ崎市環境基本計画 

 

参考 国の気候変動適応計画における目標の設定 

令和 3 年 10 月に改定された気候変動適応計画では、施策の進捗状況を定期的・継続的

に把握し、必要に応じて的確に進捗管理を行うことを目的として、分野別施策及び基盤的施

策に関する KPI を初めて設定しました。KPI は年度ごとの指標の変化を確認し、関係府省

庁により構成される「気候変動適応推進会議」においてフォローアップを行うこととされて

います。KPI の構成や見方は本マニュアル資料集をご参照ください。 

 

図 63 気候変動適応計画（令和 3 年 10 月２２日閣議決定）において設定する 

分野別施策に関する KPI（一部） 

出典：気候変動適応計画 （令和３年、閣議決定） 

 

 評価 

適応策の進捗状況を評価する方法を検討します。 

 

地域適応計画にて定めた適応策の進捗状況を指標や目標をもとに評価します。評価結果を

適応策の見直しや地域適応計画の改定時に反映することで、各地域の気候変動影響に応じた

適応策の実施につながります。 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/043/074/zentai.pdf
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評価結果については、庁内の共有にとどめるケースや、ホームページ等で公表するケース、

環境審議会や市民会議等へ報告するケースなど様々考えられます。各地方自治体の状況や、

地域適応計画の推進体制等に応じて検討してください。 

 

 

 
適応策の進捗状況や課題、次年度以降の対応等を取りまとめる。 

 
庁内で自己評価を行う。 

 
審議会等を通じて外部有識者による評価を行う。 

 

 

適応策の進捗状況や課題、次年度以降の対応等を取りまとめる。 

適応策の進捗状況や課題、次年度の対応等について、庁内の関係部局から情報を得て取り

まとめます。この場合、必ずしも厳密な評価を行う必要はありませんが、取りまとめた内容を庁

内の推進会議等で共有・議論することで、関係者間の認識を合わせ、適応策における連携を強

化することにつながります。 

 

事例 適応策の進捗状況の整理と課題の確認 

富山県「富山県カーボンニュートラル戦略」 

富山県は、令和 5 年 3 月に策定した「富山県カーボンニュートラル戦略」の中で、富山県

カーボンニュートラル推進本部に報告、市町村とも情報共有するなど、ＰＤＣＡサイクルを適

切かつ効果的に回すとしています。 

 

図 64 富山県における進捗状況の確認 

出典： 令和 5 年度第 3 回富山県カーボンニュートラル推進本部会議 

 

ステージ 1 

ステージ 2 

ステージ 3 

ステージ 1 

評価 

評価 

https://www.pref.toyama.jp/documents/39810/ref01.pdf
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庁内で自己評価を行う。 

適応策を担当している部局と連携して、自己評価を行います。例えば、庁内関係部局に評価

シートを送り、その結果を取りまとめる方法が考えられます。この場合、気候変動適応を担当す

る主幹部局において、自己評価の考え方や基準等を定めることで、他部局にまたがる多くの施

策の評価を効率的に進めることが可能となります。 

 

事例 地球温暖化対策推進本部における進捗状況の評価 

京都府「京都府地球温暖化対策推進計画」 

京都府は、令和 3 年 3 月に公表した「京都府地球温暖化対策推進計画」の中で、各部局で

構成する「京都府地球温暖化対策推進本部」を通じて、各部局の取組状況の把握や気候変動

影響等に係る情報の共有化、特定課題における情報交換を行うなど、部局横断的に連携し、

進捗状況等を踏まえて適応策を推進するとしています。 

 

図 65 京都府における適応策のフォローアップ調査結果 

出典：令和７年度第４回京都府環境審議会脱炭素社会推進部会 資料１「京都府地球温暖化対策推進計画の

推進状況について」 

 

 

外部有識者等による評価を実施する。 

審議会や市民会議などを通じて、外部有識者等による評価を実施します。有識者等から適

切なフィードバックを得るためには、目標の達成状況などの適応策の進捗状況を年次報告書

などの形で提供することが必要となります。 

審議会等の限られた時間で、全ての施策についてご助言いただくことが難しい場合などは、

下記のような方法が考えられます。 

・事前に評価シートを送付し記入いただく 

・審議会の下に適応の専門部会を立ち上げて、個別に議論する 

ステージ 2 

ステージ 3 

評価 

評価 

https://www.pref.kyoto.jp/shingikai/chikyu-01/documents/01-250729shiryo1-datsutan.pdf
https://www.pref.kyoto.jp/shingikai/chikyu-01/documents/01-250729shiryo1-datsutan.pdf
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事例 事前評価シートを用いた外部有識者や市民による進捗状況の評価 

茅ヶ崎市「茅ヶ崎市環境基本計画」 

茅ヶ崎市は、令和 3 年 4 月に公表した「茅ヶ崎市環境基本計画」の中で、施策の実施状況

や政策目標の達成状況は、茅ヶ崎市環境審議会による審議を行うとともに、市民・市民活動

団体や事業者からの意見を把握するとしています。「事前評価シート」では、主に【評価でき

る点】や【今後検討すべき課題】の観点で有識者や市民による事業・施策評価を行っていま

す。 

 

 

図 66 茅ヶ崎市における事前評価シート 

出典：令和 6 年度茅ヶ崎市環境審議会第 1 回温暖化対策分科会事前評価シート 

 

 

 

 

 

  

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/059/633/R6ondan_jizenhyouka.pdf
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4．国立環境研究所気候変動適応センターによる支援 

(1) 地方公共団体への技術支援について 

国立環境研究所気候変動適応センターでは、気候変動適応推進に関して、地域への技術的な

助言や支援、情報提供を行っています。主な支援内容は以下のとおりです。 

表 45 国立環境研究所による技術支援一覧 

支援項目 支援内容 事例等 

1. 問合せ対応 地方公共団体・地域

センター等からの

問合せに対応 

 地方公共団体や地域センター等からの各種問合せ

への対応 

 問合せに応じた技術的な助言、科学的知見・デー

タ・関連情報等の提供等 

2. 専門家派遣 各種会議・セミナー

へ専門家を派遣 

 地方公共団体等が主催する講演会、シンポジウ

ム、勉強会等への講演者の派遣及び紹介 

 地方公共団体等が主催する検討会、委員会等有

識者会議への委員派遣 

 気候変動適応広域協議会へのアドバイザー等の

派遣 

3. A-PLAT

を通じた情報

提供 

科学的知見を活用

するための資料や

ツールを提供 

 国の行政機関・研究機関、地方公共団体、事業者等

の適応に関する取組情報の提供 

 地域適応計画、適応策、地域センター関連情報の

提供 

 観測・予測データ、調査・研究情報の提供 

 講演用資料、教育用資料、普及啓発ツール等の提

供 

4. 研修会の 

開催 

地方公共団体・地域

センター職員向け

の研修を実施 

 地方公共団体・地域センター職員向けの各種研修

を実施 

（新任者向け基礎研修／地域適応計画策定研修

／気候変動適応セミナー 等） 

5. 意見交換会

の開催 

地方公共団体・地域

センター間の意見

交換の場を設置 

 地域センターやセンター設置に取り組む地方公共

団体を対象とした意見交換の場を設置 

（担当者間での経験やノウハウの共有、ネットワー

ク構築を目的とした会合の実施） 

6. 地域の知

見の充実/共

同研究の実施 

地域センター等と

国立環境研究所と

の共同研究を実施 

 情報デザイン、暑熱・健康、自然生態系、グリーン

インフラなどを対象に地域センター等と国立環境

研究所との共同研究を実施 

 環境省環境研究総合推進費等を活用した共同研究

の実施 
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(2) 気候変動適応情報プラットフォーム （A-PLAT） の活用方法 

気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）は、気候変動適応に係る最新の観測・予測デ

ータや科学的知見、取組事例などをわかりやすく提供する情報サイトです。 

本マニュアルでは、「気候変動適応とは」および「自治体・LCCAC の方へ」のページに掲載さ

れている地域適応計画に役立つコンテンツを中心に、下記の利用場面ごとに紹介します。目的

に応じて、必要な項目をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜想定する利用場面＞ 

 基礎的な知識を学びたい 

 国の取組や施策支援の情報を参照したい 

 地域適応計画策定に向けた具体的な情報を入手したい 

 地域の適応策事例を参照したい 

 気候変動・適応に関する科学的知見を収集したい 

 計画策定に向けた知識・スキルを習得したい 

 普及啓発活動を推進したい 

 その他 

 

※以下の掲載内容は令和７年１２月時点のものとなります

が、最新の情報は A-PLAT サイトでご確認ください。 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/index.html
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 基礎的な知識を学びたい 

利用場面： 計画策定に先立ち、気候変動の影響やその適応に関する基礎的な知識

を学びたい 

 

● 気候変動適応とは 

 気候変動適応について、過去のデータや将来予測、様々な対策の紹介を含めて解説していま

す。 

 

 

 

● ココが知りたい地球温暖化 気候変動適応編 

気候変動適応の基本的な内容を国立環境研究所の

研究者がわかりやすく解説しています。 

 

 

● 施策に気候変動影響予測・評価を反映する際の考え方（第1版） 

気候予測、影響予測等の施策への反

映を目的に、「予測・評価手法⇒施策反

映への考え方⇒課題とその対応方法⇒

施策事例」の流れを解説しています。 

 

● 施策に気候シナリオ・影響予測を反

映するために ―基本的な考え方― 

上記の基本的な考え方を整理した入

門編です。 

 

● 気候変動適応用語集 

気候変動適応に関する基本的な用語集です。 

 

  

https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/qa/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/pdf/adapt-advanced-01_2503.pdf
https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/pdf/adapt-advanced-02_2508.pdf
https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/pdf/adapt-advanced-02_2508.pdf
https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/words.html
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 国の取組や施策支援の情報を参照したい 

利用場面：国の取組や、施策支援のための情報を参照したい 

 

● 気候変動適応法 

気候変動の影響による被害を回避・軽減する気候変動の適応に関する法律です。 

 

● 気候変動影響評価 

気候変動影響の概要に加えて、気温や降水量などの観測結果と将来予測、影響の評価に関

する今後の課題や現在の政府の取組をまとめています。 

 

● 気候変動適応計画 

気候変動適応法に基づき、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めに策定された国の計画です。 

 

● 国の支援事業等 

地域ごとに気候変動の影響予測や適応に関する取り組みが行われています。全国７地域に

設置されている気候変動適応広域協議会（事務局：環境省地方環境事務所）の活動や「気候変

動適応における広域アクションプラン事業」、地域センターが中心となって実施した「国民参加

による気候変動情報収集・分析事業（国民参加型事業）」などの取組事例を確認することがで

きます。 

・ 気候変動適応広域協議会 

・ 気候変動適応における広域アクションプラン（令和 2～4 年度） 

・ 国民参加による気候変動情報収集・分析事業（令和元年～6 年度） 

 

 

※特に自治体・地域センターの担当者の皆様に

ご参照いただきたいページのトップ画面です。 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/government/act.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/government/ccia.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/government/npcca.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/regional_councils/reference/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/action_plan/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/kokuminsanka/index.html
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 地域適応計画策定に向けた具体的な情報を入手したい 

利用場面：地域適応計画策定に向けた地方公共団体具体的なの取組事例や計画策定

のマニュアルや支援ツール、支援組織などを入手したい 

 

● 地域気候変動適応計画一覧 

地域気候変動適応計画を策定した全国の地方公共団体の一覧表です。リンク先より計画の

内容を確認できます。 

 

● 地域気候変動適応計画策定マニュアル 

地方公共団体が地域適応計画を策定・変更する際に参考となる、環境省作成の本マニュアル

をA-PLATにも掲載しています。 

 

● 地域気候変動適応計画作成支援ツール 

上記計画策定マニュアル「ひな形編」の Word ファイルに、各地方公共団体の気候に関する

情報、気候変動影響予測データ、各種統計情報などを自動出力することができます。計画策定

の省力化に役立ちます。 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/list.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/manual/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/draft_generator_explanation.html
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● 地域気候変動適応計画策定・改定の参考事例 

市区町村が地域適応計画を策定する際の負担軽減のポイント、計画改定を行った地方公共

団体の取組事例、庁内関連部局から情報収集する際のノウハウ集、地域適応計画に記載され

ている進捗管理指標や優先度付けの事例等が参照できます。 

・地域適応計画策定時の負担軽減ポイント 

・地域適応計画改定に関する参考事例 

・庁内関連部局からの情報収集ガイド 

・地域適応計画に記載されている進捗管理指標一覧 

・地域適応計画に記載されている優先度付け一覧 

 

● 地域気候変動適応センター 

都道府県及び市区町村は、その地域における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報

の収集、整理、分析・提供並びに技術的助言を行う拠点として地域センターを設置しています。

地域適応計画の策定にあたって、まずご相談されることをお勧めします。 

・地域気候変動適応センター一覧 

地域センターの設置状況一覧です。ご自分の地域のセンターの活動状況をご確認くださ

い。 

・地域気候変動適応センター業務ガイドブック 

当ガイドブックは、地域センターの中長期的なあり方や、将来像を見据えた役割・機能、方

向性等を整理したもので、計画策定支援に関する事例も広く紹介しています。 

 

 

 地域の適応策事例を参照したい 

利用場面：地域で想定される各分野の気候変動影響に対する適応策事例を幅広く参

照したい 

 

● 国内外の適応策事例集 

国内外の気候変動適応策の事例集です。国や地方公共団体、その他公共機関等による適応

の取組事例を紹介しています。 

 

● 地域適応計画に記載のある適応策一覧 

地域適応計画に記載のある適応策を分野別にExcel表形式で整理しています。 

 

● 取り組み事例インタビュー（適応策） 

地域の担当者へのインタビュー記事を掲載しています。 

 

● インフォグラフィック 

各分野の代表的な項目の適応策について、影響の要因⇒現在の状況と将来予測⇒適応策の

https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/information/01-burden-reduction.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/information/02-reference-case.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/information/03-information-gathering-guide.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadaptation-platform.nies.go.jp%2Flocal%2Fplan%2Ffiles%2Fplan_formulation-revision%2F04-indicator-list.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadaptation-platform.nies.go.jp%2Flocal%2Fplan%2Ffiles%2Fplan_formulation-revision%2F06-prioritization-list.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/lccac/list.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/lccac/pdf/lccac_guidebook_202502.pdf
https://adaptation-platform.nies.go.jp/data/measures/index.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadaptation-platform.nies.go.jp%2Flocal%2Fplan%2Ffiles%2Flist_local_adaptation_plan_2022_12.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://adaptation-platform.nies.go.jp/data/interview/?category=case-study
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/infographic/index.html
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関係性を示し、ビジュアルに整理しました。 

 

● 庁内コミュニケーションシート、適応オプション一覧 

本マニュアルの付属資料として、各分野の気候変動影響に対する適応策が体系的に整理さ

れています。 

 

 

 気候変動・適応に関する科学的知見を収集したい 

利用場面：計画策定の基礎となる、気候変動影響や適応に関する科学的知見を収集

し、施策の立案に活用したい 

 

● 気候変動影響評価報告書の引用文献 

国が作成した気候変動影響評価報告書に掲載されている引用文献を分野や都道府県ごと

に整理し、掲載しています。 

 

● 気候変動の観測・予測 

・ 日本の気候変動2025 - 大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書 

文部科学省と気象庁が対策推進を目的に作成した気候変動対策の効果的な推進を目的

に、日本の気候変動の観測結果と将来予測をまとめた報告書です。都道府県別リーフレット

など、計画策定に役立つ資料が多く含まれています。 

 

・ 気象観測データの長期変化の傾向 

気象庁が提供する、日本全国平均および都道府県ごとの100年以上の気象観測データ

（平均気温降水量、真夏日、猛暑日など）をグラフに表示できます。 

 

 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/files/manual/06_communication_sheet.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadaptation-platform.nies.go.jp%2Flocal%2Fplan%2Ffiles%2Fmanual%2F07_option_list.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/data/jma-obs/index.html
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・ 気象観測データ閲覧ツール 

気象官署及びアメダス

における気象観測データ

をマップやグラフ形式で

表示できます。 

 

 

・ 気候変動の将来予測 WebGIS 

気象観測データや将来の気候予測及び気候変動影響予測の研究結果に基づいたデータ

を、都道府県別にマップやグラフとして表示できます。表示できる指標については、「将来予

測データ（WebGIS）の指標一覧と入手方法」をご覧ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a-plat.nies.go.jp/aplat_amedas_viewer/index.html?_gl=1*7brn0u*_ga*MTQ2MDI5MDY0Ny4xNzI3MzEyNzAw*_ga_HDLZ3NG8L7*czE3NjUzMzU0MDMkbzY5MCRnMSR0MTc2NTMzOTE0MCRqNTkkbDAkaDA.
https://a-plat.nies.go.jp/webgis/national/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/webgis/web_gis.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/webgis/web_gis.html
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・ 気候変動情報スライド出力ツール 

地方公共団体ごとに気象観測データや将来の気候予測及び気候変動影響予測に関する

グラフや図表を表示し、パワーポイント形式で出力することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 気候変動適応に関する地域気候変動適応センター等との共同研究 

気候変動適応センターでは、「気候変動適応に関する地域気候変動適応センター等との共同

研究」（共同研究適応型）を実施しています。科学的知見に基づく適応策の推進に活用すること

が期待されます。 

 

● 国立環境研究所 市民調査員と連携した生物季節モニタリング 

生物の季節的な反応(生物季節現象)を全国の市民調査員と連携して長期的に観測するプ

ログラムについて解説しています。 

 

 

 計画策定に向けた知識・スキルを習得したい 

利用場面：気候変動適応分野に関する基礎知識や、計画策定に向けたスキルを習得

するために研修やマニュアルを活用したい 

 

● 地方公共団体・地域センター向け研修、情報共有等（気候変動適応センター主催） 

・ 気候変動適応新任者向けの手順書 

地方公共団体の適応関連部局及び地域センターに新たに配属になった方に向けた支援手

順書です。引継ぎ書類としても活用いただけます。 

 

https://a-plat.nies.go.jp/adaptation-plat-draft-generator/pptx
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/kagaku/joint_research.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/monitoring/phenology/index.html#j02
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/chishiki/files/newcomer_support_handbook_R603.pdf
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・ 気候変動適応研修（新任者コース） 

気候変動に関する基礎的な知識やA-PLATの使い方について学ぶ、e-ラーニング形式の

研修です。 

 

・ 地域気候変動適応計画策定研修 

計画策定に関する基礎的な知見・方法の習得を目的としたオンライン研修です。 

 

● 気候変動適応セミナー（不定期） 

気候変動適応に関する旬の話題や時事的な話題等を広く共有するため、不定期で開催する

オンライン・セミナーです。 

 

● 気候変動を学ぶ動画やA-PLATube、シンポジウム等の講演動画等 

A-PLATのコンテンツ紹介動画「short movie」、気候変動に関する情報を「分かりやすく・

楽しく」伝えるA-PLATube、地域で適応に取り組む方々へのインタビュー動画、気候変動適

応の研究紹介動画などを掲載しています。 

 

● 「市区町村を対象とした地域気候変動適応計画策定研修」の実施手

引書 

都道府県や地域センターのご担当者が、市区町村向けの地域適応計

画策定研修を円滑に企画・運営・実施するための参考資料として作成し

た手引書です。研修実施にご活用ください。 

 

 

 

 

 普及啓発活動を推進したい 

利用場面：気候変動適応や地域適応計画の内容を、住民や事業者に対して広く普及

啓発したい 

 

● 普及啓発 

気候変動適応の理解を広めるためのノウハウや、計画を周知するための資料など普及啓発

のためのコンテンツを紹介しています。 

・ 適応を知ってもらう・学ぶ 

・ 講演をする スライド集（一般向け／自治体・企業向け） 

・ イラスト・素材を探す 

・ ワークショップ・イベントを開催する 

・パンフレットを作成する 

 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/conference/2025/0421/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/conference/index.html#j04
https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/conference/index.html#j05
https://adaptation-platform.nies.go.jp/tools/movie/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/tebiki/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/tebiki/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/communication/index.html#jmp01
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/communication/index.html#jmp03
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/communication/index.html#jmp07
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/communication/index.html#jmp04
https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/communication/index.html#jmp06
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 その他 

利用場面：気候変動適応に関する特設サイトや各種イベント情報、講演会等への講師

派遣や検討会等への委員派遣の事例を知りたい 

 

● 熱中症関連情報 

暑熱健康に関する研究動向等、熱中症に関連する様々な情報を集約して掲載しています。 

 

● 講演会等への講師派遣事例 

地方公共団体等が主催する講演会や勉強会等への講師派遣を行っています。 

 

● 検討会等への委員派遣事例 

地方公共団体等が主催する検討会や委員会など有識者会議への委員派遣を行っています。 

 

● 事業者の方へ 

事業者の気候変動適応に関する情報・資料を紹介しています。 

 

● アジア・太平洋気候変動適応情報プラットフォーム（AP-PLAT) 

アジア・太平洋地域における国や地域の政策決定者、研究者、企業、個人に向けて、気候 変

動適応や関連する最新の科学的知見を掲載する情報プラットフォームです。気象や気候変動影

響に関する科学的データやツール、e-ラーニングなどの教材、事例などの情報が掲載されてい

ます。国外の影響や気象状況、国際的な動向について情報を入手したい際に活用できます。 

 

 

 

 

   

https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/heatstroke/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/outreach/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/committee/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/index.html
https://ap-plat.nies.go.jp/
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 地域の気候変動適応推進のためのタスクフォース 委員一覧 

地域の気候変動適応推進のためのタスクフォースにおいて、マニュアル改訂への御助言を頂

きました。タスクフォース委員は以下のとおりです。 

表 46 タスクフォース委員（敬称略・五十音順） 

氏名（◎座長） 所属（当時） 任期 

池田 享司 岩手県 環境生活部環境生活企画室 特命課長 令和5年度 

池松 達人 京都府 府民環境部 地球温暖化対策課 課長補佐 令和2年度 

井原 智彦 
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 環境システム学専

攻 准教授 
令和2～7年度 

岩井田 武志 
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 課長

補佐 
令和4～5年度 

梅本 敬史 
地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 環

境研究部 気候変動グループ グループリーダー 
令和6～7年度 

遠藤 駿介 郡山市 環境部環境政策課 気候変動対策推進室 主査 令和5～7年度 

大澤 剛士 東京都立大学 都市環境科学研究科 准教授 令和7年度 

加藤 孝明 
東京大学 生産技術研究所 教授/社会科学研究所 特任教

授 
令和2～6年度 

木原 彰駿 埼玉県 環境部 温暖化対策課 実行計画担当 主事 令和4年度 

国井 悟 那須塩原市 気候変動対策課 主査 令和5年度 

栗原 諒至 埼玉県 環境部 温暖化対策課実行計画担当 主任 令和2～3年度 

坂本 光司 岩手県 環境生活部 環境生活企画室 主任 令和7年度 

相楽 尚志 那須塩原市 気候変動対策局 気候変動対策課 課長 令和2～4年度 

櫻井 玄 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 上級

研究員 
令和7年度 

高根沢 めぐみ 
那須塩原市 環境戦略部カーボンニュートラル課 課長補佐 

兼 気候変動対策係長 
令和7年度 

田村 誠 茨城大学 地球・地域環境共創機構 教授 令和2～7年度 

晴山 久美子 岩手県 環境生活部 環境生活企画室 主査 令和2～4年度 

◎肱岡 靖明 
国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センタ

ー センター長 
令和2～7年度 

平井 季美 京都府 府民環境部 地球温暖化対策課 主査 令和3年度 

増冨 祐司 
国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センタ

ー アジア太平洋気候変動適応研究室 室長 
令和2～6年度 

松本 文雄 岩手県 環境生活部 環境生活企画室 主任主査 令和6年度 

山野 博哉 
国立研究開発法人 国立環境研究所 生物多様性領域 上級

主席研究員 
令和2～7年度 

吉田 和則 
那須塩原市 環境戦略部カーボンニュートラル課 課長補佐

兼 気候変動対策係長 
令和6年度 

※ 役職は、委員当時（最終年）のもの  



 

121 

 

 庁内コミュニケーションシート 協力者一覧 

庁内コミュニケーションシートの作成に当たり、各分野の有識者の皆様から御助言を頂きま

した。御助言を頂いた有識者の皆様は以下のとおりです。 

表 47 庁内コミュニケーションシート 有識者一覧（敬称略） 

分野 所属（当時） 氏名 

農業 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業

環境研究部門 気候変動適応策研究領域 研究領域長 

長谷川 利拡 

国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センター 

アジア太平洋気候変動適応研究室 室長 

増冨 祐司  

林業 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 研

究ディレクター（気候変動研究担当） 

平田 泰雅  

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 森

林昆虫研究領域長 

北島 博  

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 九

州支所 森林微生物管理研究グループ  

木下 晃彦  

水産業 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所 底

魚資源部副部長（八戸） 

木所 英昭  

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産技術研究所 養

殖部門 生理機能部 主幹研究員 

安藤 忠 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産技術研究所 環

境・応用部門 沿岸生態システム部 副部長 

吉田 吾郎  

水環境・水資源 富山県立大学 工学部 環境・社会基盤工学科 准教授 黒田 啓介  

中央大学 研究開発機構 機構教授 古米 弘明  

自然災害・沿岸

域 

東京大学 生産技術研究所 教授/東京大学 社会科学研究所 

特任教授 

加藤 孝明  

自然生態系 国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センター 

生物多様性領域 領域長 
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